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平成２７年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            平成２７年６月１１日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 

    ２ 番 星 宏子議員 

      １．軽度・中度難聴児に対する支援について 

      ２．自殺防止対策について 

    ３ 番 相馬 剛議員 

      １．本市の運動施設における管理責任について 

      ２．くろいそ運動場テニスコートについて 

      ３．小中学生社会体育活動支援について 

      ４．小中一貫教育について 

    １７番 吉成伸一議員 

      １．魅力ある「東那須野公園」整備について 

      ２．公民館機能の強化について 

      ３．魅力発信の新たな施策について 

      ４．那須野巻狩まつりの魅力アップのために 

    １８番 金子哲也議員 

      １．社会教育について 

      ２．子どもの貧困にどう取り組んでいくか 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星   宏 子 議員 

○議長（中村芳隆議員） 初めに、２番、星宏子議

員。 

○２番（星 宏子議員） おはようございます。 

  議員番号２番、公明クラブ、星宏子。 

  質問の通告書に従い、市政一般質問を始めさせ

ていただきます。 

  １、軽度・中度難聴児に対する支援について。 

  新生児スクリーニングにより、難聴児を早期発

見し、聞こえに対する支援も充実してまいりまし

た。 

  難聴には、軽度・中度難聴、一側性難聴、進行

性難聴等がありますが、高度難聴児も人工内耳手

術により軽・中等度難聴と同じレベルの聞こえを

取り戻す事例もふえております。 

  軽度・中度難聴児の聞こえは、対面の会話や大

き目の声の対話は不自由ない、小さな声の話やさ

さやき声が聞きにくい、複数名による会話での話

し合いや意見調整は難しいといった状況がありま

す。 

  また、聞こえにくいことにより、自分に自信を

持つことができず、円滑な対人関係がとりにくく

なるため、社会性の発達のおくれにつながること

も危惧されます。 

  日本耳鼻咽喉科学会会報に「小児難聴は早期発

見が不可欠である。同時に、特に軽度・中等度難

聴児においては、聴覚障害を適正に認識・受容で

きるような指導、補聴の定着、そしてコミュニケ

ーション指導が必要である」と記載されておりま

す。 

  以上のことから、以下のことについてお伺いを

いたします。 

  ⑴新生児スクリーニングの受診の状況をお伺い

いたします。 

  ⑵本市の軽・中等度難聴児の人数をお伺いいた

します。 

  ⑶本市の支援の状況についてお伺いいたします。 

  ⑷幼保小中学校における教育支援について本市

の考えをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） １番の軽度・中等

度難聴児に対する支援のうち、私からは⑴から⑶

までにつきましてお答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の本市の新生児スクリーニングの受

診状況についてお答えをいたします。 

  新生児聴覚スクリーニング検査と申しますのは、
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聴覚障害を早期に発見し、支援をすることを目的

として行うもので、出生医療機関において入院中

に行う検査でございます。 

  本市の乳児健診で把握できました平成26年度の

状況では、939人中853人の方が出生医療機関にお

いて受診をしており、受診率は90.8％でございま

した。 

  次に、⑵の本市の軽度・中等度難聴児の人数に

ついては、この障害が身体障害者手帳の取得要件

の対象外であるということから、把握する手段が

ないというのが実情でございます。 

  次に、⑶の本市の支援の状況についてお答えい

たします。 

  新生児聴覚スクリーニング検査や乳幼児健診に

おきまして、聞こえに何らかの障害が疑われる場

合には、育児相談や発達相談でのフォローアップ

を行い、適切な療育指導が必要と認められる場合

には、専門機関への受診を勧めているところであ

ります。 

  また、医療機関を受診した結果、補聴器の利用

による療育が必要と判断された場合には、軽度・

中等度難聴児補聴器購入等助成事業における補聴

器購入の費用助成により、子どもの言語発達の支

援やミュニケーションの向上を促進しているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

は⑷の幼保小中学校における教育支援についての

本市の考えにつきましてお答え申し上げたいと思

います。 

  ⑷の幼保小中学校の教育支援につきまして、就

学前の支援と就学後の支援に分けてお答えをいた

します。 

  就学前の教育支援につきましては、早期に保護

者との就学相談につなげることを目的に、年長児

巡回訪問や５歳児発達相談において、就学相談の

対象となる児童の実態把握と情報の収集を行って

いるところであります。 

  さらに、難聴児の保護者との面談においては、

難聴特別支援学級、言語障害通級指導教室の情報

を提供したり、学級見学や参観を促しているとこ

ろであります。 

  就学後の教育支援につきましては、大山小学校

に難聴特別支援学級を設置し、難聴指導の拠点校

として指導に当たっております。 

  授業における対応といたしまして、教師の声を

明瞭に聞き取ることができるように、補聴器の装

着、防音のための装置、ＦＭシステムの活用を行

っているところであります。 

  自立活動の指導におきましては、相手を注視す

る態度や構え方、声の出し方や相手とのかかわり

方等、コミュニケーションに必要な能力を身につ

けることを重視して指導をしているというような

状況にございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） それでは、一括して質問

したいと思います。 

  ⑴に関しましてなんですが、新生児のスクリー

ニングということで、受診率が90.8％というお答

えをいただいたのですが、県のモデル事業時、こ

の無料券、新生児の聴覚に対するスクリーニング

をやるクーポン券が発行された時期もあったそう

なんですが、その発行されたときには受診率は

100％だったと聞いております。 

  今回の受診率90.8％ということで、受診してい

ない9.2％の方の受診しない理由というのがもし

わかりましたら教えていただけばと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 最初にお答えしま

したとおり、受診率につきましては、乳幼児健診

で保護者の方、一般にはお母さんになるかと思い

ますけれども、お母さんの聞き取りから把握した

数字でお答えをしたところでございますけれども、

その際に、なぜ受診をしなかったのかということ

についてまでは詳しい調査をしてはいないところ

でございます。 

  ただ、推測するところでございますけれども、

最初にお答えしましたように、検査というのは医

療機関でやると。寝ている新生児の脳波をはかる

というような形でやりますので、そういうような

器具がない、例えば助産施設で子どもさんを出産

なさったと、そういうような方の場合には検査が

できないというようなことから、受けていないと

いうようなことは数％程度はあろうかなというふ

うに推測はしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） それでは、医療機関では

なくて助産師で出産された方はスクリーニングは

受けていない、また、多分帰省というか里帰り出

産という方もいらっしゃるのかなとは思うんです

けれども、スクリーニングを受けなくて、乳幼児

健診などでも聞こえの検診もあるかとは思うんで

すけれども、そういった受診をされなかったご家

庭に関しましては対応はどのようにしているのか

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） スクリーニング検

査を受けていないお子様の聴覚の問題についての

フォローということでございますけれども、出生

後４カ月目には、４カ月健診というのを全部のお

子様に受けていただきます。 

  その際には、耳の聞こえについても保健師が検

査を行っておりまして、何か心配な兆候があると

か、そこで判断がつくわけではございませんけれ

ども、そのような場合には、専門機関への受診と

いうのを勧めるようにしておりまして、その場合

にはそのフォローも行って、大体、その場では判

断つきませんけれども、６カ月、７カ月ぐらいの

ところまでにはおおむね判断がつくようなことに

なるように、フォローは行っているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） フォローはされていると

いうことでお答えをいただきました。 

  聞こえというのは、本当にその後の発達、語彙

力に対しましても、また、コミュニケーション能

力を発達させるとても大事な時期です。新生児か

ら６カ月の間に物すごく発達をしていく期間でも

ありますので、フォローができているということ

で今お答えをいたえだきましたので安心したんで

すが、できればスクリーニングを100％の受診率

がいいと思うんですけれども、その受診率を

100％へつなげるためにも、例えば出産前、母親

学級なども市で行っているかと思うんですが、そ

ういったことで、軽度・中等度難聴も含めて難聴

に対する知識を深める例えば講座とか、あとスク

リーニングの大切さなどを学ぶ機会などをつくっ

てはいかがかと思いますけれども、お考えをお伺

いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 妊娠中のお母さん

に対しましては母親学級というのを行っておりま

して、大体１人３回程度で、大体といいますか３
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回ですけれども、状況よって３回受けられる方、

受けられない方はいるかと思いますけれども、３

回のクラスを予定しておりまして、１回大体２時

間弱ぐらいのコースで行っております。 

  スクリーニングテストにつきましては、最初に

母子手帳をお渡しするところですけれども、母子

手帳にもそういう検査があるというようなことも

記載してありまして、周知はしているところでは

ございますけれども、母親学級、いろいろな講座

がありまして、さらに新たなことをふやすという

のがどの程度できるか、ちょっとこの場ではわか

らないところがございますけれども、今、議員か

ら提案いただきましたようなことをもし追加でき

るようであれば、追加できるかどうか検討したい

と思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） ぜひ追加をしていただけ

るようにお願いします。 

  ６月９日の下野新聞に、厚生労働省が新生児の

聴覚検査のスクリーニングテストの検査実施の件

で記事が載っていたんですけれども、その中で、

各自治体に対して、全国の自治体の検査実施率を

調査して、自治体名を含めて結果を公表すること

を明らかにしたと出ておりました。 

  また、５月の中旬に調査票を送付し、初回検査、

再検査、精密検査のほか、それぞれに対する公費

助成の有無も調べて、６月までに回収するという

ことで出ていたのですが、こちらのアンケート調

査といいますか実施率の調査というのは、那須塩

原市のほうにも届いているのでしょうか。 

  もし届いていましたら、その内容をどういった

ものなのか教えていただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 新生児のスクリー

ニング検査に関する厚生労働省が行った調査の件

でございますけれども、議員が多分ご質問いただ

いた検査かと思いますけれども、私どものほうに

は５月12日付で栃木県を通じまして、全体的には

母子保健事業に係る調査でございますけれども、

その中の一つの項目といたしまして、新生児検査

に関する調査ということで国から調査が参ってお

ります。 

  中身につきましては、今議員がご質問されまし

たように、検査の実態を把握しているかどうか、

それから把握していれば、初回の検査、２回目の

検査等の検査の結果、それからその検査を受ける

方への助成の状況などについてお答えをするとい

うものでございまして、一応全体的に県を通して

国へ回答になりますので、いつまでに国に回答す

るのかわかりませんけれども、県には６月23日ま

でに回答するようにというようなことで通知が来

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 受診率100％につなげる

ためにも、先ほど母親学級などでお母さんたちに

もぜひお勧めをしてくださいということでお願い

をしたところではあるんですが、例えばクーポン

券、県のモデル事業でやったときにクーポン券が

発行されたときには受診率が100％だったという

ことを考えたときに、やはりクーポン券などを市

独自でやった場合には受診率というのは100％に

なるのではないかと考えるんですけれども、そう

いったところのお考えがあるかどうかもお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 受診率の100％化
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を目指して、市独自の施策としてクーポン券を出

すような事業をやったらどうかというご質問かと

思いますけれども、確かに早期の発見には新生児

スクリーニング検査というのは大変有効なところ

かと思います。 

  前にどのような状況でどういうふうにやってい

たかをちょっと存じ上げないところでございます

けれども、２回目のご質問でお答えしましたよう

に、機械がない医療機関あるいは助産施設等でお

子さんをお産みになった場合には、機械がないと

いうことで検査が受けられないと。100％を目指

すためには、そういう方の検査をどういうふうに

やっていくのかということも対処を考えなければ

ならない。それから、里帰り出産であれば全国的

な問題というところもございます。 

  那須塩原市だけではなかなか難しい問題も多く

含んでいるのかなというところでございまして、

現時点ではそのような考えを持っていないところ

ではございますけれども、早期の発見というのは

確かに議員おっしゃるとおりでございますので、

現時点で行えるところとしましては、先ほど申し

ましたように、全乳児に対しまして４カ月健診を

やると。そこら辺で漏れがないように。中には受

けるのが遅かったりする場合もあるでしょうから、

そういうことがないようになるべく早く受けてい

ただくとか、そういうことを徹底するのが今でき

るところかなと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） わかりました。 

  早期発見が第一ということで、４カ月健診で発

見できればさらにそれに越したことはないのです

が、やはり同じ下野新聞の記事の続きにはなるん

ですけれども、新生児の聴覚スクリーニング検査

については、日本耳鼻咽喉科学会を初め日本産婦

人科医会、日本小児科学会など９学会から５月初

め、厚労省宛に公的支援を求めて要望書を出して

いるという内容も出ております。 

  こういった耳鼻科学会ですとか産婦人科医会で

すとか小児科学会なども、やはり早期発見でスク

リーニング検査というのは大切ですので、公的支

援をしていただきたいという要望書を出したとい

うことを考えますと、もし公的支援というものが

国で援助になった場合、補助しますというふうに

決められた場合は、那須塩原市におきましては、

公的支援を受けるというかそういったことも考え

られますか。お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 将来の国の動きが

現時点ではわかりませんし、仮定での上のご質問

でございますけれども、国が助成をある程度する、

あるいはその背景には、全国的な制度として、機

械のないところでお生まれになったお子さんのバ

ックアップ体制なんかもある程度整備がされると

いうようなことも必要があろうかと思いますけれ

ども、そういうことであれば、そういう制度の導

入については、これは私の考えでございますけれ

ども、相当前向きに検討する必要があるのではな

いかと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） わかりました。もし、本

当に仮定の話にはなってしまうんですけれども、

そういう機会が来たときには、ぜひ名乗りを上げ

て取り組んでいただければと思います。 

  また、支援の状況についてなんですが、専門育

児相談ですとか発達相談で聞こえに対して何かち

ょっと問題があった場合には、フォローアップを

行って、適切な療育指導が必要であると認められ
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る場合には専門機関へ受診を勧めているというこ

とでしたが、例えば専門機関にお勧めをしました。

お勧めしただけで終わりになってしまうのか、そ

れとも、その後のフォロー、追跡とか、そういっ

たものをしているのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 乳児につきまして

は、議員ご承知のとおり４カ月健診ですとか１歳

６カ月、２歳、３歳と健診していきますけれども、

そこで聞こえに問題がある場合には、当然専門機

関への受診等を勧奨しているところでございます。 

  それだけで終わることなく、次回のときとか、

心配なお子様には次回の検査まで待たず、直接、

電話等になるかと思いますけれども、保健師が連

絡をとりまして、その結果どうだったかと、問題

がなかったとか、こういうことで例えば中耳炎で

聞こえが余りよくなかったけれども治療をしてい

ますよとか、そういうところまではフォローはし

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） わかりました。丸投げで

はなくてフォローされているというお話でしたの

で、了解をいたしました。 

  また、乳幼児健診のときに聞こえの検査もしま

すけれども、そういったときに、例えば保護者さ

んに対しても軽度・中度難聴に対する理解が不足

していると、軽度・中度というのは音が全く聞こ

えないわけではなくて、聞こえが悪い、聞こえづ

らいということで、呼びかけにも反応しますし、

また、日常生活では多分それほど親の立場として

は不便を感じない聞こえだと思うんですね。 

  ですけれども、発達の段階で聞こえに何か問題

を抱えていた場合に、親の認識がなかったとき、

療育の開始年齢がおくれるということも考えられ

ると思います。 

  保護者への正しい情報提供というのが重要では

ないかと考えるんですけれども、軽度難聴といい

ますのは、30から39㏈ということで、対面の会話、

１対１での会話や大き目の声の対話は不自由なく

聞こえますし、小さな声の話とかささやき声が聞

きにくかったり、また騒音があったりというとこ

ろとか雑音の多い場所では電話の声はすごく聞き

誤ることが多いという症状になります。 

  また、40から69㏈の中等度難聴といいますと、

近くで大き目の声の会話は聞き取れますが、電話

では詳細な話を聞き誤ることもある。また、複数

名による会話での話し合いや意見調整は難しいと

いうことで、聞こえに対する障害の状況というの

もあるものですから、そういったことを保護者さ

んもきちんとやっぱり掌握できるような形で、何

かしら教えてあげるとか学ぶ機会があるといいの

ではないかと思いますけれども、そういった情報

提供という部分では市はどのように考えているか

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 各乳児の検査にお

きまして何らかの心配事があるので専門機関への

受診を勧めていると。そういう中では、当然そう

いうことについてもある程度の話はしていると聞

いてございますけれども、大変申しわけありませ

ん、どの程度までのどういう話をしているかとい

うことについては確認をしていないところでござ

いますけれども、議員おっしゃいますように、お

母さんの中には比較的日常会話が通じるので軽く

考えているなんていう場合もあるかもしれません

ので、全員のお子さんに、あるいは全員のお母さ

んにと言ってもいいのかもしれませんけれども、
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そういうことをやる必要はそこまではないと思う

んですが、検査で何らかの心配があるという人に

つきましては、なぜそういう検査をするのかとか、

その後どういう療育が必要なのかとか、そういう

ことについては十分な情報提供をしていく必要が

あるというふうには思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） ぜひそうした対策をとっ

ていただければ保護者さんもこれから子育てして

いく中で大変参考になると思いますし、また、聞

こえというのはとても大切なことだということも

わかった上で、きちんと子どもに向き合うことも

できると思いますので、ぜひそうした取り組みを

進めていただければと思います。 

  また、軽・中等度難聴のほかにも一側性、片耳

は普通に聞こえるんだけれども片耳が聞こえない

とか、また、進行性である難聴ということもあり

ますけれども、そういった児童に対しても支援が

必要であるのではないかと考えるんですけれども、

そういった一側性難聴とか進行性難聴に対する子

どもたちへのフォローとかも考えていらっしゃる

のかどうかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） これは、全体に乳

幼児の検査というところで何かしら不都合があっ

た場合には、当然その後の精密検査の必要性です

とかそういうのは伝えるというのが、耳の聞こえ

の問題だけではなくて、視力の問題とかいろいろ

ありますので、全体的にはそういう中で行ってい

くことだというふうに思いますし、行っていると

いうふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） ぜひフォローのほうをよ

ろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑷番の幼保小中学校の教育支援に

ついてなんですけれども、軽度・中度難聴を抱え

ているお子さんに対してもフォローを、未就学児

に対してのフォローはされているんですけれども、

そういった子どもたちが入っている幼稚園、保育

園の先生方に対しての、例えば難聴を抱えている

場合はこのように話をするといいよとか、そうい

った指導があるのか、また支援は行われているの

かをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 幼稚園、保育園の

先生方に対する指導というご質問かと思いますけ

れども、現在子ども未来部で、例えば年長児の各

保育園等を回って、その聞こえに限らず、いろい

ろなちょっと発達に関して支援が必要な子どもた

ちをそれぞれ担当の職員が各園等を訪問しまして

対応しているところで、そのときに１件１件、現

場の先生方とお話をさせていただきながら対応策

等も練っていると聞いておりますので、特別の研

修会とかというのは開いてはいないかと思います

けれども、その辺でお互いに情報交換をしながら

連携はとっているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 連携はされているという

ことで、了解をいたしました。 

  また、そういった子どもが今度小学校に入学を

するときに、今度は小学校の先生方とかにも引き

継ぎはされていくのでしょうか。お伺いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 当然のことながら、学校

の接続に関しましては一人一人につきまして引き

継ぎを行っておりますので、そういった情報も当

然のことながら入学予定の学校には届くというふ

うになっております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 了解をいたしました。ぜ

ひ小学校に入ったときにつまづきのないようによ

ろしくお願いいたします。 

  また、大山小学校が難聴指導の拠点校になって

おりますが、例えば遠くて通級するのが難しいと

いった家庭のお子さんに対しては、地元の小学校

で普通に小学校に通えるのかどうか、必ず―

「ヒビキ学級」だったと思うんですけれども―

ヒビキのほうに行かなくてはいけないのかどうか

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在、市内におきまして

は大山小学校に１学級という設置でありますので、

基本的にほかの学校でその受け入れ体制が整備さ

れているかどうか、専門に指導できる環境が整っ

ているかというと、現状ではちょっと難しい部分

があろうと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 仮に、もし軽・中度とい

った場合には、軽度・中等度の場合、補聴器をか

けなくても聞こえる児童生徒ももちろんいますし、

ヒビキ学級に行かないまでも、多少普通学級で授

業も受けられるよといった児童生徒が現在いるの

かどうか、もしわかりましたら教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在のところ、市内各校

に大山小学校にこういう学級が設置されていると

いうことは周知されておりますので、そこへの希

望については現在のところ把握はしておりません。

把握というか、いるということは聞いておりませ

ん。 

  ただ、先ほどの答えの補足になりますけれども、

各学校におきましても、聞こえにくいというそう

いった子に対しての対応というんですかね、そう

いったものはきちんとなされているというふうに

考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） わかりました。ヒビキ学

級も見学させていただいたのですが、いすの音と

か机を引く音とかが響かないように、テニスボー

ルなんかを足のところにつけて、音が出ないよう

に、雑音とならないようにということですごく配

慮をされていて、窓ガラスもペアガラスになって

いたりとか防音という部分もかなり措置をされて

いてすばらしいなと思っていたんですが、やはり

聞こえにくさ、例えば今後聞こえにくい児童生徒

がいた場合、今のところはいらっしゃらないとい

うお答えだったんですけれども、ヒビキ学級に入

らなくても地元の小学校に入学したいといった場

合、いろいろ対処しなければならないことはさま

ざまあると思いますが、ヒビキ学級の場合、県の

聾唖学校の先生が来てくださって、研修もしてく

ださっているということもお伺いしておりますけ

れども、そういった児童生徒が普通学級に入った

場合、学校全体でそういった取り組みをするのは

とても大変な話になってしまうと思いますので、

そのクラス対応ということで担任の先生でしたり

とか、そのクラスの中での支援というのができる

のかどうかをお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、大山小学校での学
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級の設置に当たりましては、これは今までも本市

にはなかったわけですので、当然のことながらそ

ういった指導のノウハウを十分に備えている先生

が確保できるかということも大きな問題だと思い

ます。 

  その点、開設に当たっては、今議員からありま

したとおり、県の特別支援学校からのサポートが

しっかりできるということを事前に確約をした上

で開設をしておりますので、今後そういったノウ

ハウはどの学校においても必要なものであります

ので、研修も実際行っておりますが、さらに諸所

図って、適切な指導がどの学校においても必要な

場合に行えるというようなことについては努力を

していきたいと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） わかりました。ぜひ、ヒ

ビキ学級が那須塩原市においては難聴指導の拠点

校で、その先生が中心となってまたほかの学校で

もご指導していただけるということだと思います

ので、ぜひそういった取り組みも今後ますますふ

えていって、また活発になっていければと思いま

す。ありがとうございました。 

  また、家族への支援ということなんですが、先

ほども言ったんですけれども、やっぱり乳幼児か

ら学齢期、中学生以降におきましても、保護者の

家族の支援というのはとても重要だと思います。 

  また、軽度・中度難聴児にありましても、本人

自身が音声、言葉のミュニケーションに不都合を

感じていない、本人自身も感じていない場合もあ

ったり、また、保護者の方についてもこれと同様

の状況が考えられると思います。 

  また反対に、「聞こえに問題があるよ」という

と過敏に反応してしまう方もいらっしゃると思う

んですけれども、本当にそういった障害に対して

常に気持ちが揺れ動くというのも本当ですので、

こういった担当におかれて取り組まれるというこ

とにつきましては、保護者と、あと子どもの実態

や抱えている問題をぜひすくい上げていただけれ

ばと思います。 

  また、さまざまな様相があります軽度・中度難

聴児を持つ保護者の支援のあり方というものも、

取り組んでいただけるということで先ほどご返答

をいただいているんですけれども、さらなる支援

が進みますようにお願いをしまして、１番目の質

問を終わりにしたいと思います。 

  続きまして、２番の質問に移らせていただきま

す。 

  ２．自殺防止対策について。 

  我が国における自殺者数は、平成10年以降、14

年連続で年間３万人を超えていましたが、平成24

年は15年ぶりに３万人を下回りました。 

  年齢別の自殺の状況は60歳代が最も多いのです

が、男女別に見ると、40歳から60歳代の男性で自

殺者数の約４割を占めています。 

  本市における自殺者数は、平成26年で総数34名

でした。原因は、１位、健康問題、２位、経済・

生活問題、３位、家庭問題となっておりますが、

自殺に至るには複数の原因が重なっており、個人

的要因と社会的要因が複雑に絡み合っています。 

  ＷＨＯ（世界保健機関）は、平成16年の自殺予

防デーに合わせて、「自殺は大きな、しかしその

大半が予防可能な公衆衛生上の問題である」と世

界に向けてメッセージを発信しました。 

  平成10年以降の自殺の増加は、経済的な理由等

で社会的に追い詰められた中高年の自殺の増加が

大きく影響していると考えられています。社会的

要因で追い込まれた末の自殺は、社会的な対策を

講じることで防ぐことができると考えられること

から、以下についてお伺いいたします。 

  ⑴「こころの体温計」の現在の利用状況につい
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てお伺いいたします。 

  ⑵県で実施している24時間相談窓口との連携に

ついてお伺いいたします。 

  ⑶本市における相談窓口体制の充実と強化につ

いてお伺いいたします。 

  ⑷ゲートキーパー養成の現状と課題についてお

伺いいたします。 

  ⑸高齢者の自殺も多いことから、地域の見守り

隊との協力についてお伺いをいたします。 

  ⑹ボランティアグループ、民生委員、カウンセ

ラー、医療機関、行政窓口等の連携が重要になる

ことから、今後の連携強化についてお伺いをいた

します。 

  ⑺自殺企図者も含めて家族への支援についてお

伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 星議員の質問に私からお答

えいたします。 

  答えの前に、これは大変重い課題でございまし

て、これは本市にとっても県にとっても国にとっ

ても実はとても重い。 

  というのも、私は３年５カ月前に市長就任とい

うことになりましたが、この15年間、この問題を

議員として何か解決がと追っかけて勉強もしまし

た。その解決の尻尾もつかめないで市長になっち

ゃったと、こういう深い反省も持っている課題で

ございますので、自分の考えもいろいろあります

ので、以下、答弁に進めたいと思います。 

  今、冒頭でお話があったように、自殺者、14年

間３万人を超して、ここ３年ちょっと減ってきた

と。でも、これは一件落着になっていないんです

よ。 

  というのは、15歳から39歳までの若者、この減

少はほとんど見られない。若い人が人口減少の時

代に亡くなっていくと、こういう状況は解決の糸

口をつかんでいない証拠だと思っている一人です。 

  また、日本全体でも、Ｇ８、Ｇ７、先日終わり

ましたが、その中ではロシアが断トツ。10万人当

たりの死者で日本は第２位、これは前からそうな

の。アメリカの２倍、イギリスの３倍のこういう

人が亡くなっている。これは世界的にもちょっと

恥部に当たると。こういう側面も持っているとて

も重い課題だと思いまして、ただいまの質問、身

にしみながら聞かせていただきました。 

  そして、この最も重いというのは、企図者とそ

れから遺族があるわけですが、逆に遺族のこの悲

嘆のプロセスという非常につらい悲しい思い、こ

ういうものは、自殺全体像の中で６割７割は遺族

の問題になっていると、こういうこともございま

す。 

  何とか解決したらといっても、その解決の方法

はそうはございません。先進事例、全国にごく少

ないんですが、岩手県、岩手医大との業務提携を

して、救急救命センターに大学のお医者さんが駆

けつけて、混乱する遺族をずっとケアしていく。

これなんかはもう日本の多分モデルだと思います

し、あともう一つ、青森にも一つの町が実施した

例がございますが、全国ではほとんど進んでいな

いと、こんな状況だと思っております。 

  ９年前に自殺防止法、国会で決議をされ、その

中で国、県、市、そして事業者、こういう人が連

携してやれと言っても、そこに大きな予算が流れ

た形跡は全くなくて、なかなか対策が進まない。

こういうことが前に横たわっていると、こう考え

ていただいて、以下の答弁を申し上げたいと思い

ます。 

  ⑴の「こころの体温計」の利用状況でございま

すが、この「体温計」は、簡単な質問に答えるこ
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とで、現在の自分のストレスの度合いをチェック

できるシステム、最終的には各種相談窓口を案内

するものであります。 

  平成26年度の利用については４万4,746件のア

クセスがございました。 

  次に、県で実施している24時間相談窓口との連

携についてお答えいたします。 

  相談窓口については、栃木県で行っている「こ

ころのダイヤル」、あるいは社会福祉法人が24時

間対応で実施している「いのちの電話」などがご

ざいます。これらの相談では、名前を聞かないこ

とや相談内容を外部に出さないことが原則であり

ますので、ここの相談に対応する具体的な連携は

とれないのが現状でありまして、「こころの体温

計」などにより相談窓口を周知する際に、その一

つとして案内をしていると、こういうことでござ

います。 

  特にこの24時間相談「いのちの電話」、県の事

務局を訪問したことがございますが、これは全国

的には時間が無制限になって、相談に応じる人が

激減している、もう応じ切れないと、こういう問

題もございますが、一つだけ栃木県が誇りにして

いいと思うのは、４年前ですけれども、51名もの

応募者があったと。これ、全国で断トツにトップ

なんですよ。何とか支えたいと、こういう人を思

ってこの「いのちの電話」の相談を引き受ける、

電話相談、これが51人、断トツだったと事務局に

お聞きをして、県の良識、捨てたものじゃないな

と感心したこともございました。 

  また、この相談窓口体制の充実と強化について

もお答えいたします。 

  本市では、カウンセラーによる心の相談を実施

しており、生活する上でさまざまな不安を持った

方や生きづらさを持った方に来ていただいており

ます。 

  今後も多くの方に利用いただけるよう周知をし

ていきたいと思います。 

  ⑷のゲートキーパー養成の現状と課題について

お答えいたします。 

  家庭や職場、地域など、さまざまな場面で身近

な人の示すサインに気づき、見守り、必要に応じ

て専門の相談機関へつなげていく適切な対応を図

るゲートキーパーは、自殺を防ぐ意味で大きな役

割が期待されている人材でございます。 

  本市では、平成25年度からゲートキーパー養成

講習会を実施し、これまで民生委員、児童委員や

市職員、障害福祉サービス事業所の職員、介護保

険事業所職員などを対象に、メンタルヘルスやゲ

ートキーパーとしての役割について理解を深めて

もらう機会を提供してきたところでございます。 

  ゲートキーパーは、その役割を理解すれば誰で

もなれるものですが、今後は市民の参加を得なが

ら、期待もしながら、より多くの方にゲートキー

パーとしての認識を持っていただきたいと考えて

おります。 

  次に、高齢者にかかわる地域の見守り隊の協力

についてもお答えいたします。 

  本市では、今年度から着手した地域住民助け合

い事業ですが、誰もが住みなれた地域で自立した

生活ができるよう、地域の中のひとり暮らしの高

齢者、高齢者のみの世帯、認知症の人、障害等か

ら何らかの手助けを必要としている人を、地域住

民みずからが無理のない範囲で見守り等、助け合

いをするものでございます。 

  手助けを必要としている人を地域住民が見守る

ことで、地域の中での孤立化が避けられ、高齢者

の自殺防止につながる効果も期待できると考えて

おります。 

  次に、ボランティアグループ、民生委員、カウ

ンセラー、医療機関、行政窓口等の今後の連携強
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化についてもお答えいたします。 

  関係機関の連携につきましては、県北健康福祉

センターを中心に、管内の首長、医療、民生委員、

学校、警察、消防、商工会、企業などの団体によ

るネットワーク会議が開催され、各機関の現状や

課題などの共有を行い、連携の強化に努めており

ます。 

  また、⑺番の自殺企図者も含めた家族への支援

についてもお答えいたします。 

  先ほども若干述べましたが、自殺企図者あるい

は自死遺族への支援、これは大変重要であると考

えておりますが、特にこの遺族への支援が最も大

事だとも言われております。 

  今後も心の相談業務等において対処をしていき

たいと思います。 

  以上、第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 市長の自殺対策に対する

熱い取り組みのご答弁をいただきましてありがと

うございました。 

  それでは、順次質問をさせていただきます。 

  「こころの体温計」の利用状況についてなので

すが、26年度は４万4,746件ということでしたが、

近年こういった「体温計」の利用を見まして、近

年、この傾向、こういった状況が変わっているよ

とか、読み取れるものがありましたらお伺いをい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 「こころの体温

計」につきましては、平成24年度の中途に本市と

しては開始をしたところでございます。 

  年度全体の統計的な数値を持っていますのは、

そういうことから25年度と26年度というような形

になるところでございまして、件数的には25年度

が６万9,282件ほどありましたのが、26年度は先

ほど申し上げました４万7,000幾つという数字に

なっているというところでございます。 

  全体的な特に数字としてあらわれるところに大

きな違いは出てはいないんじゃないかなというふ

うに思うところでございますけれども、「こころ

の体温計」は幾つかチェックをする仕組みを持っ

ていますけれども、そのうち自分の心、ストレス

をチェックした中で、どういうところにチェック

がつくかというようなことがあるんですけれども、

例えば健康問題に悩みがあるのか経済問題に悩み

があるのかというようなところかと思いますけれ

ども、そこら辺の割合についても、若干動きはご

ざいますけれども、特に目立った、これといった

傾向はないのではないかなと思うところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） そうしましたら、最初に

あった自殺の原因としましては健康問題だったり

経済・生活問題、また家庭問題というふうになっ

ておりますが、大体その辺がトップを占めていて、

その辺の動きも余り変わらないということでよろ

しいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 「こころの体温

計」を利用されましてストレスの度合いをチェッ

クされた方の結果と自殺をされてしまった方の

―これは原因というのは警察のほうで分析をし

て公表されているものでございますけれども―

その原因とは必ずしも同じような傾向を示すもの

ではない。 

  健康問題というのは比較的チェックが少ない。

警察のほうの発表では多い。半分以上になるかと
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思いますけれども。「こころの体温計」ではそこ

ら辺の項目はそれほどにはならないようなところ

がございます。 

  以上でございます 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 「こころの体温計」は、

心の要はどれだけストレスを抱えているかとか、

鬱気味なのかな、心は今どうなっているのかなと

いうのが自己判断できるものだとは思うんですけ

れども、自殺ということに関しまして、鬱病も大

きくかかわっているということも考えますと、

「こころの体温計」というのは物すごく、また自

己チェックにもなりますし、気づきという部分で

も参考にはなると思うんですけれども、ただ「体

温計」をやっています、集計をとっています、は

い、それで終わりですでは、やはり次の支援とい

うことを考えたときになかなかつながりにくいも

のになってしまうのではないかと思うんですけれ

ども、「こころの体温計」をとって、それを今後

に生かすという方向では何かお考えはあるのでし

ょうか。お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 最初の市長のほう

からのお答えにも申し上げたところでございます

けれども、「こころ体温計」は、その場におけま

すストレスの度合いを、正式なものというのでは

なくて、参考値程度に知っていただくと。その上

で、具体的な相談窓口はこういうところがござい

ますよというのをどちらかといえば周知をすると

いうようなことも含めた目的として開設をしてい

るものでございます。 

  ある程度の結果の分析というのは届きますけれ

ども、一人一人誰がどうだというのはもちろん全

然最初からデータとして入れるところもございま

せんし、私どももわからないというようなところ

でございまして、分析もそんなに緻密なものがで

きるというところでもありませんで、現時点にお

きましては、これを利用してこの次どうしようと

いうところまでは考えていないところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 了解しました。 

  続きまして、県の24時間相談窓口との連携につ

いてなんですけれども、「いのちの電話」と市と

の連携というものはないというご答弁をいただい

ておりますけれども、例えば先ほど市長からの答

弁の中に、とても24時間でももう本当に時間が足

りないぐらいに、もうとにかくたくさん相談が来

ているというお話でしたが、例えばその中で緊急

性の高い、もうこれは何とか手を打たないと、助

けないといけないという重い内容の相談なんかも

あった場合に、それは県での事業ですのでもちろ

ん県にはなるんですけれども、こういう方がこう

いう悩みがあったよということは、市への情報提

供としてあるのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 県でやっています

「こころのダイヤル」、最初に市長の答弁のほう

で申し上げましたけれども、どこの誰かというの

を名乗らないでも受けられると。当然どこへ通報

するというのも受けたほうでもわからないという

事業の性格もあるのかと思いますけれども、そち

らから私どものほうへ「こういう方がいて」とい

うようなことで情報提供があった例はございませ

ん。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 
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○２番（星 宏子議員） そうしましたら、国を挙

げてやはり自殺対策というのは力を入れてやって

いかなくてはいけないものだとは思うんですけれ

ども、国と県ともそうなんですが、県と市との連

携というのは今のところはできていないというこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 県との連携という

ところでございますけれども、この辺ですと、大

田原にございます昔で言う保健所、そこが中心に

なりまして、自殺対策ネットワーク会議というの

を県北健康福祉センターが設置をしてございます。 

  そこには那須塩原市も参加しておりまして、そ

ういうところでは、対策はこういうこととかとい

う情報交換とか情報の共有というのはやっている

ところでございますけれども、自殺対策全体に言

えることかと思いますけれども、通常の福祉と違

いまして、個人、特定の人をどうしようというよ

うな対応というのがなかなかできにくい。極めて

個人的な問題であるというところもあるのかと思

いますけれども、そういうようなところまでの連

携というのはなかなか、事の性格もあるのだとい

うふうに理解しているところですけれども、そう

いうところはなかなかできておりませんけれども、

一般論としてこういう相談所があるよとか、こう

いう相談があってこんな対応をしたとか、そうい

うような情報の交換とか共有とかそういうような

ところは県ともやっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 先ほどのご回答の中で、

県北の福祉保健所のほうでネットワーク会議があ

るというお話でした。 

  また、最初の答弁の中で、連携強化に努めてい

るというご答弁もいただいておりますけれども、

先ほどは、個人的なことで、なかなかやはり会議

はあるけれども、取り組みとしては難しいのでは

ないかというお話でしたが、現状、課題の共有と

連携強化に努めているという答弁を含めたところ

で、個人的なことで話し合うのが難しいのであれ

ば、現状の課題共有というのは何を課題共有にし

て自殺対策に取り組んでいくのかなと思いまして

お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） どうしても一般論

になるということで申し上げましたけれども、全

体としましては、自殺につきましては大変個人的

な問題ではもちろんございますけれども、社会が

関心を持つことによって救える部分もあると、そ

ういうような認識がなかなかまだ広まっておりま

せんし、相談する窓口もある程度あるということ

もなかなか周知が十分じゃないというような現状

があろうかと思います。 

  そういうようなところを共通の認識を持って当

たっていくというようなことかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） 窓口も、悩み事、困り事

の心の相談ですとか、さまざまな困り事の窓口も
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市の中でもたくさんありますけれども、自殺の原

因としましても経済のこと、人間関係のこと、さ

まざまあると思いますが、数多い相談窓口の中で、

例えばＤＶですとかそういったことで悩んでいた

らこちらの窓口ですよ、経済のことでお悩みでし

たらこちらの窓口ですよと案内はしてくださると

思うんですね。 

  でも、自殺というのはやはり原因が一つではな

くてさまざまな原因が絡んでいるということを考

えたときに、やはり窓口というものも連携という

ものがとても大事になってくるのではないかと思

うんですが、市役所の悩み事、先ほどの窓口での

周知がされていないのではないかというお話でし

たが、そういうことも含めて皆さんに周知する、

市民の皆さんへの周知ということと同時に、各窓

口の連携というものはされているのかどうかをお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 市役所の各窓口に

つきましては、それぞれ個別の事案を処理すると

いうような機能をまず担っているところでござい

ます。 

  議員ご質問にありますとおり、それが１つで終

わる人と、当然複数を抱えていて複雑に絡まって

いるような場合というのが当然あろうかと思いま

す。 

  そこら辺を全部聞き取りができるかどうかとい

う問題はございますけれども、１つだけではなく

複数ということになれば、当然関係課に連絡が来

て、横の連絡があって対処をするというような体

制はできているものと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） ぜひそういった連携強化

のほうもよろしくお願いします。 

  また、自殺といいますと、心の問題ですので、

目に見えないということが一番やはり対応するの

が難しいところではあると思うんですけれども、

例えば自殺予防のための心の健康というところで、

「こころの体温計」なんかもありますけれども、

それとはまた別としまして、アンケートで調査を

して、目に見えない部分を明らかに、個人が抱え

ている悩みだとか問題ですとかそういった部分を、

もちろんこれは個人情報ですので、しっかり守っ

ていくという体制をとりつつになるんですけれど

も、無記名ということで、傾向性、我が市にとっ

てどういう傾向があるのか、市民といいますか皆

さんの心の健康は今どういう状況にあるのかとい

うことをアンケート調査など実施しながら、まず

は目に見えるということも対策をとるには必要な

分析の一つになるのではないかと思うんですが、

そういったのはいかがでしょうか。お伺いをいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 心の健康を把握す

るといいますと、なかなか目に見えるものではご

ざいません。 

  自殺される方なんかも、少し前までは大変元気

に見えたのに急にというようなことも世間的には

あるというふうには聞いているところでございま

す。 

  そういうのを把握するとなれば、当然一人一人

の心の内を何らか形で調べるというようなことの

作業をする必要があろうかと思います。 

  現時点ではそういうことをしていないというの

は議員ご承知のとおりでございますけれども、市

長の思いに応える意味からもそういう作業という

のは必要なのかもしれないなというふうには思う
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ところでございますけれども、一方、その扱いを

どうするのか、やっただけで傾向だけを知っただ

けでいいのかというところもありますし、その後

どうするのかというところもありますし、また、

どこまでどういうことを聞いたらどういうことが

わかるのかというノウハウがないというのも事実

でございます。 

  そういうことを含めまして、現時点では、はい、

やりましょうというようなお答えを差し上げられ

ないのかなというふうには思うところでございま

すけれども、今後の自殺対策を考えていく中では、

そういうこともひとつ調査研究をする必要がある

ところなのかなとは思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） まず予防というものは、

実態が何かを把握しないとやはり予防というもの

はできないので、ぜひこれは本当に個人情報にな

りますので、とてもしっかりとした業務内容とい

うか、ちゃんと窓口といいますかそういうのをつ

くらなければいけないとは思うんですけれども、

秋田大学医学部の社会環境医学講座の健康増進医

学分野、公衆衛生学ということで本橋豊先生が書

かれているもので、「市町村における自殺予防の

ための心の健康づくり行動計画策定ガイド」とい

うものがありまして、そこでメンタルヘルスです

とか、また、「心の健康づくりに向けた地域診断

のための簡易調査票」というのもできているんで

すね。 

  こういったものなんかも、一からやはり自分た

ちでつくるのはとても大変なことですし、どうい

った項目をつけていいかというのはさっぱりわか

らない部分ではあると思うんですけれども、こう

いったことも取り組みとしてありますし、ひな形

もできておりますので、ぜひ参考にしていただき

ながらご検討いただければと思います。 

  また、市民の方への周知というのがとても大切

だということでご答弁いただいておりましたが、

ゲートキーパー養成講座というのは、今も取り組

みをされておりまして、大変すばらしいことだと

思っております。 

  市民の参加を得ながら、より多くやはり皆さん

に認識を持っていただくということに対しては、

幅広い皆さんに参加をしていただくようなゲート

キーパー養成講座をお持ちになってもいいのでは

ないかと思うんですけれども、そういった計画と

いいますか、案があるかどうかをお聞きいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ゲートキーパーの

養成講座でございますけれども、従来は市職員で

ございますとか民生委員さんですとか、事業所の

職員さんなんかを中心にやってきたところでござ

いますけれども、議員から今提案をいただきまし

たけれども、私どもとしても、市民に広く知って

いただいて、ご家族の様子を見ていただくという

のも重要な自殺予防対策の一つにはなっていくの

ではないかなというふうには思うところでござい

ます。 

  具体的にどういうふうにとまではまだ考えては

いないところでございますけれども、市民向けの

そういうゲートキーパー養成講座というのもやっ

ていきたいというふうには思っているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） ぜひ認知症サポーター養

成講座のように、ああいった形でわかりやすく、

また、ゲートキーパーですよというサポーター用
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の手帳とかがあると聞いておりますので、そうい

ったことを配布しながら、やはり１つでも２つで

も耳に入っている、入っていないで声のかけ方一

つも違ってくると思いますので、ぜひ取り組みを

進めていただければ、さらに皆さんの意識も高ま

っていくのではないかと思われますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

  また、地域の見守りということでは、地域見守

り隊との協力ということで、こちらの役割という

ものも大変重要になってくるのではないかと思い

ますが、こういった地域見守り隊の中からも、ぜ

ひゲートキーパー養成講座を受講していただけれ

ばいいのではないかと思いますが、その辺の抱き

合わせといいますか、どうでしょうか。お伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 地域見守り支え合

い事業につきましては、今年度から開始をしたい

ということで、今、地域の皆様方とお話を進めて

いるところでございます。 

  どのような形になっていくかというのは、これ

からそれぞれの地域の実情に応じまして、それぞ

れ「見守り隊」という名称になるかどうかは別と

いたしまして、見守りの組織ができていくのかな

というふうに思うところでございますけれども、

この組織が最初は簡単な見守りからというふうに

考えているところでございまして、自殺予防まで

含めてというようなお話は最初は申し上げていな

いところでございますので、いきなりそこの方た

ちをゲートキーパーをというような考えは持って

はいないところでございますけれども、先ほどお

答えしましたように、広く市民の方向けのゲート

キーパー養成講座というのはやりたいなというふ

うに思っているところでございますので、そうい

う見守りの方たちをまぜないというようなことは

ありませんので、そういう中で参加をいただけれ

ばなというふうに思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） わかりました。ぜひよろ

しくお願いいたします。 

  また、自殺企図者を含めた家族への、遺族への

支援ということで、本当にとても重いことでもあ

りますし、その家族を失った悲しみによってまた

自殺の連鎖につながらないように、しっかりと支

援をしていただければと思うんですが、平成26年

度の「都道府県・政令指定都市及び市町村区にお

ける自殺対策の取組状況に関する調査」というも

のが国の自殺予防総合対策センター、研究所から

発行されているんですが、各全国の市町村のアン

ケートの結果が出ております。 

  その中で各項目いろいろ取り組みについてチェ

ックがされているんですけれども、自殺対策に対

する事業の実施状況ということで、「自殺の実態

を明らかにする」ですとか「国民一人一人の気づ

きと見守りを促す」ですとかさまざまなチェック

内容がありまして、その中で、那須塩原市でチェ

ックがされていない箇所が幾つかありました。 

  その内容といいますのが、やはり「自殺の実態

を明らかにする」ということと、あと「適切な精

神科医療を受けられるようにする」ということ、

あと「自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ」、

「残された人への支援を充実する」、「民間団体

との連携を強化する」ということが全て空欄にな

っておりました。 

  これは、現在全く取り組みをしていないという

ことなのでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（松江孝一郎） 例えば「民間団体

との取組みを強化する」ということは、先ほど申

しましたように、健康福祉センターが主催します

会議等においては当然情報交換をやっているとこ

ろでございますけれども、さらに強化が必要だと

いう意味で考えているところでございますけれど

も、自殺を企図されて未遂に終わった方、あるい

は自死された方の家族への特別な支援とか、その

辺についてはこちらから積極的に情報をつかみに

行ったりとか、そのことはしていないというのが

事実でございます。 

  また、当然積極的に行っていないということで

すから、相談をいただいた場合は別ですけれども、

そういうことでなければ、特別な支援をしている

というような実態がないというのはまさに事実で

ございます。 

○議長（中村芳隆議員） ２番、星宏子議員。 

○２番（星 宏子議員） これから対策が進まれる

ことを望みます。 

  今回自殺対策について取り上げたのは、一市民

の方からの相談がきっかけでした。その方も悩み

がありまして、同じ悩みを抱える方とお話をして

とても気持ちが楽になったということで、本当に

お互いそうやって情報を共有したりケアしたりと

いうこともとても大切なことだなということもあ

りました。 

  また、正直こういった自殺対策ということにつ

いて取り上げるときには、私、もう本当に個人の

問題だし、これに取り組むのはとても大変なこと

だと思っておりましたが、ただ、調べるに当たり

まして、自殺対策について調べるようになりまし

たら、これは本当に社会の問題でもあり、妨げる

死でもあるんだということがわかりました。 

  那須塩原市で昨年34名でしたが、１年間で約30

名ということを考えましても、やはり対策がおく

れることによりましてその人数もふえてくると思

います。これがますます大きな数字とならないよ

うに、また、連鎖をとめる対策も必要だと思いま

す。 

  地域との連絡を密にした結果、自殺者数が減っ

た町もありますので、ぜひそういった行政だけで

はなく、やはり地域との見守り、また市民との連

携というのがとても大切になると思いますので、

そういった温かいまちづくりのためにも取り組み

が進めばと思います。 

  さまざまな問題もありまして、いろいろな原因

も連鎖するために、とても大変な取り組みにはな

るとは思いますが、那須塩原市、決して自殺者数

が少ないほうではありませんので、しっかり取り

組むことによりまして必ず効果は出るものと私は

思っております。 

  今後のさらなる対策、取り組みに期待をして、

一般質問を終わりにいたします。ありがとうござ

いました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、２番、星宏子議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 議席番号３番、ＴＥＡＭ

那須塩原、相馬剛です。 

  通告に従い、市政一般質問を行います。 

  １、本市の運動施設における管理責任について。 

  2004年、愛媛県で起きた、小学生男児が蹴った

ボールが道路に飛び出し、それをよけようとした

男性が転倒し、その後亡くなった事故で、遺族が

損害賠償求め提訴。１・２審は、両親が少年の監

督責任を怠ったとして賠償を命じた。しかし、こ
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とし最高裁で、両親に賠償責任はないとの逆転判

決が下された。 

  本市では、昨年、中学校のグラウンドでソフト

ボールが駐車場に飛び出し、車のガラスを破損し

た件で、市が100％の割合で賠償している。 

  こうした事例は、市の運動施設ではどこでも起

こる可能性があり、グラウンドから野球ボールや

ソフトボール、サッカーボールが飛び出し、人や

物に損害を与えた場合、利用者としてどう対応し

たらよいか、市の所見を伺いたく、以下の質問を

いたします。 

  ⑴市立の小中学校の運動場で起きた場合の対応

について伺います。 

  ⑵市のスポーツ施設で起きた場合の対応につい

て伺います。 

  ⑶市の公園で起きた場合の対応について伺いま

す。 

  ⑷コミュニティグラウンドや公民館のグラウン

ドで起きた場合の対応について伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 相馬議員の質問に順次お答

えいたします。 

  今、オリンピックあるいは国体等で、施設をど

う整備するかというのが課題の中心になってきて

おりますけれども、県内では。 

  でも、きょういただいた質問、これはやっぱり

一緒に解決に努力をしなければいけないことと認

識しておりますので、このただいまいただいた４

つの質問ですが、もう全て関連がありますので、

一括してお答えをさせていただきます。 

  一般的にスポーツをするためにグラウンド等を

利用する場合には、任意ではありますが、利用者

が保険に加入するものと、現状ではそう理解をし

ております。 

  利用者が他人や物に損害を与えた場合には、施

設の瑕疵が原因となって発生した場合を除き、利

用者個人の責任による補償、賠償などの対応にな

るものと考えております。 

  なお、市の施設につきましては、⑴の学校運動

場で、小中学校の管理下においては、日本スポー

ツ振興センター災害共済等に加入して対応してお

ります。 

  ⑵のスポーツ施設につきましては、スポーツ少

年団加入者が利用する場合には、スポーツ安全保

険の加入を義務づけてこういう対応をしておりま

す。 

  ⑶の公園についてですが、利用者個人の責任に

おいて対応していただくこととなります。 

  最後に、⑷のコミュニティや公民館グラウンド

でコミュニティが主催する事業につきましては、

個別に行事保険等に加入するなどして対応してい

るのが現状でございます。 

  以上で、第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） ありがとうございます。

基本的には利用者個人の責任で保険等に加入して

対応するということなんだろうと思います。理解

をいたしました。 

  そこで、まず⑴番についてちょっと再質問をさ

せていただきますが、このスポーツ安全保険のと

ころに、学校の管理下においては校長先生の判断

を要すると書いてございますが、その学校の管理

下というのをもう少し具体的にご説明いただけれ

ばと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） お答えいたします。 



－151－ 

  学校の管理下ということでの具体的な例という

ことで、幾つかございますが、１つには学校が編

成した教育課程に基づくものということで、例え

ば各教科の授業であったり、特別活動ということ

で、学級活動、クラブ活動とかそういったものも

学校の管理下の一つになります。 

  また、学校の教育計画に基づく課外での指導と

いうんですかね、例えば部活動であったり夏休み

中の水泳であるとか、そういったものもございま

す。 

  それと、休憩時間、その他校長の指示・承認に

基づく学校にある場合ということで、始業時間の

前であるとか昼休みであるとか放課後であるとか、

そういった時間帯についても管理下ということで

規定がされております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） ありがとうございます。

放課後、それから学校の授業の前というのも学校

の管理下ということで理解をいたしました。 

  そこで１つなんですが、スポーツ少年団活動と

いうのは、学校の管理下でしょうか、それともそ

うではないのでしょうか。社会教育活動というふ

うになるんだろうと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） スポーツ少年団活動とい

うことでございますが、あくまで学校の管理下に

おきましては、教育体育といいますか学校体育と

いうものが基本となっております。 

  スポーツ少年団活動につきましては、ある意味

任意のいわゆる社会体育ということになりますの

で、違った形での、管理下ではないというふうに

判断しております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 理解いたしました。 

  続きまして、⑵、⑶ですが、スポーツ施設や公

園においても個人の責任においての対応というこ

とで、スポーツ施設においては、スポーツ安全保

険に加入していれば安心というふうなことで考え

てよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） スポーツ施設の中で、ス

ポーツ安全保険に加入していれば安全ということ

かということなんですが、その保険の内容といい

ますか、例えば掛金によっても補償額が違ってく

るとかありますので、どこまでが安全かというの

はそれぞれケース・バイ・ケースだとは思うんで

すが、ただ、加入することで一定の補償等も受け

られますので、やはり加入することが大切という

ふうに私どもは思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  続きまして、コミュニティや公民館のグラウン

ドでは、公民館、コミュニティ等が主催するもの

については行事保険で対応というふうなことにな

りますが、我々が例えばグラウンドを借りている

場合というのは、やはり同じように個人のスポー

ツ傷害保険等で対応するというふうな考えでよろ

しいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 議員おっしゃるとおり、

やはり個人で利用する場合には個人での加入とい

うのが原則になってきます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 
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  そこで、当然施設に重大な瑕疵というものはな

いというふうな理解でよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 施設の瑕疵の部分でござ

いますが、それぞれ施設によっていろいろな安全

策もとられているかと思うんですが、ただ、その

安全策を超えるような事象が起きるということも

考えられますので、やはり施設が全て安全かとい

うことになりますと、その起きた事故なりのケー

ス・バイ・ケースの中で、瑕疵の有無については

判断するようになるかと思います。 

  ただ、原則は安全に利用できるような施設にし

ていきたいということで管理は行っているという

ことでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解いたしました。今後、

整備の中でも、そういったことは考えながらお願

いしたいというふうに思っております。 

  最後になりますが、スポーツ施設かどうかとい

うところはありますが、工業団地内にある、いわ

ゆるグラウンドというふうに言われているものに

ついても同様の考えということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 工業団地内のグラウンド

につきましてのご質問でございますが、工業団地

内のグラウンドにつきましては、工業団地の配水

用に調整池として整備されたものでありまして、

これをほかの目的に実際利用できるようにしたも

のであります。 

  日常の管理運営等につきましては、現在地元に

お願いをしてやっていただいておるところでござ

いますので、こうしたことから、そういった際に

起きる事故につきましては、利用に当たって、利

用されます個人の皆さんでご対応いただくという

ような考えでございます。よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 同じような対応というこ

とで、了解いたしました。 

  ちなみに７月にオープンする予定のホースガー

デンについてですが、万が一、馬に乗っていて他

人に負傷を負わせた場合など、これも個人の責任

において保険に加入するというような考えでよろ

しいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ホースガーデンにつきま

しては、今回業務委託で管理運営を行っていく予

定でございますが、その委託の中に、利用に際し

て起こった事故であるとかそういったものについ

ては、保険加入ということで仕様書の中で義務づ

けておりますので、個人の大きな過失とか利用者

の大きな過失等がない限りは、通常の利用であれ

ば保険の対象になってくるということで考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  最初に述べたように、その事故の報道があった

ときに、子どもたちとスポーツ活動をする上で、

団体としてどういう対応をしたらよいか若干不安

を覚えたところでございますが、個人においてス

ポーツ安全保険等、損害賠償保険等に加入すると

いうことで対応するということで理解をいたしま

した。 

  今後、保護者の方には、スポーツ安全保険や、

火災保険・自動車保険に附帯する賠償責任保険特

約等に加入するようお願いをして対応していきた

いというふうに思っております。 
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  以上でこの項の質問は終わります。 

  続きまして、２、くろいそ運動場テニスコート

について。 

  くろいそ運動場のテニスコートは、平成26年度

に12面が改修完了し、スポーツ施設整備計画では、

27年度に現サッカー場を改修、テニスコートを８

面増設するとしていました。 

  平成25年12月定例会での質問の際も、ねんりん

ピック2014には間に合わないものの、27年度に設

計、28年度に改修完了が目標との答弁でした。 

  しかし、今年度の事業計画では、テニスコート

の整備設計の予定はされておりません。 

  ことし３月に策定された那須塩原市定住促進計

画の重点施策７Ｋの６、「Ｋｏｕｒｙｕ（交

流）」の中にも、スポーツイベントの誘致として、

本県開催の国体への準備を進めるとしています。 

  そうした中、本市はソフトテニスを国体誘致種

目に掲げており、1980年の栃の葉国体の際もこの

テニスコートが会場となった実績もあります。 

  また、テニスは本市を代表するスポーツ種目で、

子どもから高齢者まで幅広い層で、競技あるいは

レクリエーションスポーツとして愛好されていま

す。 

  以上の点から、このテニスコート整備は早急に

必要と思うことから、以下の点について質問いた

します。 

  ⑴平成28年度の完成を目標への見通しについて

伺います。 

  ⑵テニスコート増設計画について具体的内容を

伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） それでは、２のくろいそ

運動場テニスコートについてお答えをいたします。 

  初めに、⑴の平成28年度の完成目標の見通しに

ついてでございますが、当初計画では平成27年度

に設計を行い、28年度に工事に着手するという予

定になっておりましたが、平成34年に本県で国体

開催が決定されたことに伴いまして、今後は、国

体開催の動向を見ながら、スポーツ施設整備計画

に基づいて整備を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

  続きまして、⑵のテニスコート増設計画の具体

的内容ということでございますが、増設するテニ

スコートにつきましては、これまで整備をいたし

ました第一・第二テニスコートと同様に、人工芝

のコートとする予定でおります。 

  整備の場所につきましては、ご質問にありまし

たように現在のサッカー場を考えているところで、

整備するコートの数でございますが８面、そのほ

かにコートハウス、また夜間照明の設備を整備し

たいということで考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） それでは、⑴について再

質問させていいただきます。 

  国体開催の動向を見てということでございます

が、具体的に国体開催の動向というのはどういう

ものかをご説明いただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 平成34年の国体につきま

しては、現在、県の準備委員会の中で県内各市町

において開催場所の選考を今行っているというこ

とで、本市におきましてもソフトテニスについて

は誘致ということで手を挙げているわけですが、

その候補地の内定というのが、県の情報では７月、

それと11月あたりに２回に分けて最終の受け入れ
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市町が決定するということを今の段階では聞いて

おりますので、その結果を受けて、34年開催でご

ざいますから、今後７年後になります。そういっ

た一連の県の内定に向けての動向を見ながら、改

めて整備についての検討をしていきたいというこ

とでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） ７年あるということなん

だろうと思いますが、実質整備は、誘致されれば

６年の間にすればいいというお考えなのか、それ

ともできるだけ早くするというお考えなのか、部

長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 早期に行うか、７年の間

に行うかということでございますが、一応施設整

備は、例えば34年に本市がソフトテニスを決定し

たという前提で逆算をして考えていきますと、34

年が本開催、その前年または前々年にプレ大会と

いうものを行って、本大会に運営についての検証

を行うということになっております。 

  そういったことを考えますと、遅くとも平成31

年には完成していなければプレ大会が開催できな

いかなというようなスケジュールは見ているとこ

ろでございます。 

  ですから、大規模な工事にもなろうとは思いま

すので、工事期間が１年になるか、場合によって

は１年を超えるような可能性もあるかと思います

が、そのまた前年には設計をしなければというこ

とですので、６年間、７年間の間でつくれればい

いということではなく、やはり計画性を持って事

業スケジュールを組んで整備に当たりたいという

ふうには考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 今のお話ですと、31年ご

ろをめどにというようなお話だったんだろうと思

いますが、スポーツ施設整備計画に基づいて進め

るというような中でなんですが、スポーツ施設整

備計画の中では、現在のくろいそ運動場のテニス

コートは、住宅に隣接しているため、近隣住民か

ら早朝や夜間使用時の騒音に対する苦情が出てい

るため、その解消を図る意味で、現サッカー場に

夜間照明つきのコートを８面増設するというふう

に、この整備計画にはうたっているかと思います。 

  国体の動向というのもあるんでしょうが、そう

いった意味を優先して、早急に整備をするという

ようなお考えはないでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 先ほど申し上げました逆

算しての31年というのは、一番遅くなった場合と

いうことでお考えいただければと思いますが、た

だいまご質問がありましたように、周辺にお住ま

いの方に対する騒音等の迷惑というのも現時点で

あるということは認識しておりますし、国体の動

向というのもある意味把握しながら進めたいとい

うのが私どもの考えですが、今後、そちらの動き

よっては少しでも早く整備をしていくというのも

計画に位置づけておりますので、そういった部分

を踏まえながら、早くできるものであればもちろ

ん早く整備はしたいというふうには考えておりま

すが、今後決定される中で、例えば国体に選ばれ

たという場合に、今度は県との協議の中で施設整

備にプラスアルファが出てくる可能性もあります。 

  ですから、早急に着手をして出戻りというもの

もやはり避けなければならないとも思っています

ので、国体の動向を踏まえてというのは、そうい

った部分を含めての考えということですので、最

初に申し上げましたが、近隣住民の方への迷惑に

ついても、やはり一つの大きな要素として改善に
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向けて考えなければならないということは認識し

ております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、今のお話

からしますと、一番長い状態で31年完成と。 

  そうすると、現時点で一番早く完成できるとす

ると、いつごろというふうに考えられるでしょう

か。お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） あくまで予算とか全体の

事業の中での位置づけということになってくるか

と思いますが、28年設計、29年施工というのも、

一番早いということで考えれば、その辺が年度と

しては位置づけられるかなというふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） その一番早いスパンで、

できればお願いしたいというふうに思いまして、

よろしくお願いいたします。 

  最後になりますが、スポーツ施設整備計画は３

年以上の長期計画であり、議会基本条例第11条の

議決事件です。議決されれば、我々は市民に説明

をいたします。 

  しかし、それがいつの間にか変更された場合、

その説明のしようがなく、議会報告会等では「議

会には執行権がないので」という説明に終始して

しまうということになりますので、長期計画の変

更につきましては、できるだけ事前に説明いただ

けるよう要望いたしまして、よろしくお願いいた

します。 

  ⑵についてですが、これについてはほぼ計画ど

おりというふうなことだろうと思いますので、再

質問はございません。 

  以上でこの項の質問は終わります。 

  続きまして、３、小中学生社会体育活動支援に

ついて。 

  平成27年度予算執行計画書の10款教育費、スポ

ーツ振興事業の補助金に小中学生社会体育活動支

援費が計上されています。 

  これについて以下の質問をいたします。 

  ⑴事業内容の詳細を伺います。 

  ⑵この補助金の運用規定について伺います。 

  ⑶補助金の市民への周知について伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ３の小中学生社会体育活

動支援についてお答えをいたします。 

  ⑴事業内容の詳細についてと⑵の補助金の運用

規程については関連がありますので、一括してお

答えいたします。 

  事業内容の詳細、また趣旨につきましては、市

内小中学校の児童生徒が社会体育活動として予選

会または選考会を経て行われる各種スポーツの全

国大会に参加をする際に、費用負担の軽減を図る

ために交通費の一部を支援するというものでござ

います。 

  補助金の運用規程につきましては、一団体また

は一個人に対する補助金の内容で、交付上限額や

対象となる大会、人数、競技種目等を定めた那須

塩原市小中学生社会体育活動支援要綱というもの

を策定いたしまして、本年度から運用していると

ころでございます。 

  続きまして、⑶の補助金の市民への周知につい

てでございますが、市内の小中学校、またスポー

ツ少年団に案内を行うとともに、今後、広報紙や

ホームページ等で周知を図っていきたいというふ

うに考えております。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のために休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） それでは、３、小中学生

社会体育活動支援についての再質問を行います。 

  まず、⑴、⑵についてですが、３月の福祉教育

常任委員会での質疑の際に、運用規程はまだ定ま

っていないというふうにお伺いしましたが、現在

は支援要綱ということで策定されているというこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） お答えいたします。 

  現在は、要綱を策定済みでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） その要綱では、交通費の

一部を支給というふうにお伺いしましたが、その

算出方法等をご説明いただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 要綱の中で、その支援す

る旅費交通費の算出ということで、基準旅費とい

うことで一定の基準を設けさせていただきまして、

本市からその大会開催地に行くに当たっての鉄道

料金をまず基本的に設定をさせていただくという

ことで、その必要な経費から、例えばスポーツ少

年団であれば年間の支援費というのが出ておりま

すので、そういったものを控除するとか、また激

励費、全国大会ですと１万円という激励費が出る

わけなんですが、その激励費等の総額を鉄道料金

の総額から控除をして、残った額に対して一定の

率を掛けて支援するというような規定を今、設け

たところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、若干わか

りにくいんですが、例えば九州で全国大会を開き

ました。選手20名、交通費として飛行機代を含め

て約100万円かかったというふうにしますと、そ

の算出方法でいくと、支援というか補助金は幾ら

というふうな計算を、簡単で結構ですが、できれ

ばと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 九州で20名の参加があっ

たということで、仮に100万円、経費が鉄道で積

算して出たという場合に、激励費等で20名分の経

費の支援がございますので、まず100万から20万

を控除する。また、仮にスポーツ少年団に加入し

ているということであれば、年間の支援というの

が10万ということで上限が決められておりますの

で、例えば満額支援されているということであれ

ばまた10万控除するということで、トータル30万

控除ですから、70万が残る。それに対して一定の

率ということで、要綱の中では２分の１というも

のを考えておりますので、35万円の支援と。 

  ただし、いろいろな団体、大会がございますの

で、予算につきましては過去２年間の実績から割

り出しをして、100万円ということで予算計上し

ております。 

  そういったトータルの予算枠もございますので、

団体にあっては上限30万円、個人にあっては上限

２万円というような基準を設けて運用していくこ
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とになります。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。激励費等

を差し引いて、また年間の支給されている交通費

を10万円分を差し引いてということでございます

が、通常、年間交通費として支給されているとい

うものについては、例えば県大会に出場したとき

の費用等も確か含まれていたのではないかなとい

うふうに思いますので、もちろん宿泊費等は考え

られていないということだろうと思いますので、

今の算出方法で市民の方に―補助金ですから、

いただけるだけでありがたいというところはある

んですが―納得いただけるような算出方法とい

うふうなことで考えているというふうに理解して

よろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） これまで何度か相馬議員

さんからご質問がありました。いわゆる大きな大

会、全国大会に参加するに当たって、何らかの支

援があればと。 

  場合によっては、これまでは一定の主催団体が

決められている大会については、何らかの支援と

いうのはスポーツ少年団等でもありましたが、そ

ういう大会以外については、基本的に支援が今ま

でなかったという団体もあったかと思います。 

  そういったものを総合的に考えますと、今回の

補助要綱の中で、少なくとも必要経費の２分の１

までは支援させていただくということで、一定の

効果はあるのかなというふうには考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  もう一点、激励費というところで、市民に対し

て支給というふうになっておりますので、例えば

監督する先生、引率する先生が那須塩原市民でな

く近隣の別な市に住んでいる場合には、今まで担

当する先生の分は激励費としては出なかったとい

うようなことになっていたと思うんですが、それ

についても保護者からは大分「顧問していただい

て毎日指導していただいているんですけれども、

よその市民ということで出ない」ということがあ

りましたですけれども、この活動の支援要綱につ

いても同じような考えをされているのでしょうか。

伺います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今回策定いたしました要

綱につきましても、類似するそういった支援との

整合性はやはり図るべきということで考えており

ますし、今回の要綱の対象となる方につきまして

も、市内に住所を有するという前提を置かせてい

ただいております。 

  やはり市の税金で支援するということですので、

そこについてはほかの制度と整合性を図らせてい

ただいております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  続きまして、⑶の再質問になりますが、対象者

への案内を行うということでしたが、各スポーツ

団体の総会と言われるものは、大体５月中に行わ

れているかと思います。 

  私が参加したある団体の総会等では、この支援

費についての説明等は全くなされておりませんで

したが、これからどのような方法で案内されるの

か。 

  また、３月の議会で予算が決定されて、６月の

現時点でまだ案内がされていないという状況かと

思いますが、役所の手続上、この期間というのは

通常的なものなのでしょうか。私の感覚としては、

若干遅いのではないかなというふうな感覚を持っ
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ておりますが、いかがでしょうか。お伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ただいまご質問のありま

した市民への周知ということでございますが、ま

ずはスポーツ少年団、それぞれ登録いただいてお

りますので、その代表者の方へ、まず郵送で、制

度の内容等をできるだけ早い時期に送付させてい

ただいて周知を図りたい。 

  また、体育協会等もございますので、そういう

スポーツに関連する団体等についても同じような

対応をしていきたいというふうに思っております。 

  また、ホームページ等もございますので、そち

らにも掲げていきたいというふうに現在は考えて

おります。 

  それと、当初予算、４月で成立して運用してい

る中で、まだ周知が十分に図られていないという

のは遅いのではないかというご指摘だと思います。 

  大変申しわけないということになるかと思うん

ですが、要綱等とは別に、その運用の中での細か

な部分というものの詰めを行っておりましたので、

そういった部分が明確にならない段階でお示しす

るのも、正直、後で混乱が出てはということでの

配慮で行っていなかったんですが、本来からいけ

ば、できるだけ早い時期、年度当初にお示しする

のが普通ではないかというふうには認識しており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） 理解をいたしました。ホ

ームページ等でもお知らせをするということで昨

日まで見ておったわけですが、昨日までの時点で

はもちろん掲載はされておりませんでした。 

  本定例会では「スピード感」というのがキーワ

ードになっているのかなというふうに思いますの

で、早急に掲載していただき、また早急にお知ら

せいただくようお願いをいたしまして、この項の

質問を終わります。 

  ４、小中一貫教育について。 

  文科省中央教育審議会は昨年10月、小中一貫教

育について、学校の区切りを自由に設定できる小

中一貫教育学校と、小中学校が統一したカリキュ

ラムで学ぶ小中一貫型小中学校を制度化し、市教

育委員会の判断で設置できるようにするとの議論

をまとめた。 

  新しい小中一貫教育制度の概要は、施設一体型

と施設小中分離型、また、形態が１中学校に対し

複数小学校もあり、学年区切りも４－３－２や５

－４、また５－２－２など、学校が自由に設定で

きる。そして、教員の免許がどちらか片方でも可

としている。 

  本市では、26年度に、塩原地区で施設一体型小

中一貫校がスタートし、黒磯北中学校区では施設

分離型小中一貫教育校がスタートしている。 

  そこで、本市の小中一貫教育の取り組みについ

て以下の質問をいたします。 

  ⑴施設一体型の塩原小中学校の現時点での評価

と今後の取り組みについて伺います。 

  ⑵施設分離型の小中一貫教育学校の概要につい

て伺います。 

  ⑶学年区切りを４－３－２制とした経緯とその

メリットを伺います。 

  ⑷小中一貫教育学校での教員免許の扱いについ

て伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、４の小中一貫

教育につきまして、順次お答えを申し上げます。 
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  初めに、⑴の塩原小中学校の評価と今後の取り

組みについてのご質問でございますが、児童生徒

指導面におきましては、中学生が小学生の面倒を

よく見ることで、学校全体に親和的な雰囲気が醸

成されていると。 

  それから、小中学校の教職員同士の情報交換が

密にできるために、９年間を見通した児童生徒指

導がスムーズに実践できているなどの報告を受け

ております。 

  また、学習指導面では、教職員の相互乗り入れ

による効果的な学習指導が展開できているなどの

報告を受けております。 

  これらを総合しますと、保護者や地域住民の思

い、また、学校や市教育委員会で策定いたしまし

た小中一貫教育基本方針の狙いに近づいた形で、

小中一貫教育がスタートできたのではないのかな

と、こんなふうに評価をしているところでござい

ます。 

  今後につきましては、二本柱として進めており

ます総合的な学習の時間における「大好き手話」、

これはテーマなんですけれども、それから英語教

育におけます同じテーマですが、「Ｗｅ ｃａｎ

 ｄｏ ｉｔ」というテーマを設けていますが、

その充実が塩原小中学校の小中一貫教育推進の鍵

でありまして、市教育委員会といたしましては、

さまざまな場面を通して、教職員に対し指導、助

言をしてまいりたいと、こう思っております。 

  次に、⑵の施設分離型の小中一貫校の概要につ

いてでございますが、市教育委員会におきまして

は、施設分離型の９つの中学校区を、学校規模の

組み合わせによりまして４つのタイプに分類をし、

各校区の特徴を生かした小中一貫教育を推進して

いるところであります。 

  具体的には、共通の教育目標、それから目指す

児童生徒像の設定、小中共通の指導事項、発達の

段階に応じた指導事項の明確化、一部教科担任制

の導入、小中一貫カリキュラム等の作成・実践、

これを必ず実践する事項に指定をし、これらを核

として小中一貫教育を推進しているところでござ

います。 

  また、指導法の工夫・改善や保護者・地域の

人々とともに実施する体験活動などの実践を推奨

しております。 

  次に、⑶の学年の区切りを４－３－２制にした

経緯とメリットについてでございますけれども、

本市におきましては、９年間を１期の４年、２期

の３年、３期の２年の３期に分けまして、発達の

段階に応じてそれぞれの狙いや重点を明らかにし

指導することといたしております。 

  この４－３－２制を導入した経緯といたしまし

ては、義務教育９年間におきまして、児童生徒の

心身の発達が早まってきたことに伴い、小学校５

年生ごろからいわゆる思春期が始まること、それ

から、学力形成の特質として、小学校５年生ごろ

から論理的思考力、こういったものに興味を示す

こと、中学校２年生ごろから具体物を使わずに論

理的な思考ができるようになること、また、生徒

指導上の問題として、中学校１年生で不登校が急

激に増加すること、こういったようなことからで

ございます。 

  メリットといたしましては、義務教育９年間の

指導に一貫性を持たせた上で、４－３－２制を教

育内容や教育方法を考える区切りと捉えることが

できます。 

  教職員がそれぞれの学年での指導に責任を持ち

ながらも、各期の狙いに迫り、小中学校が一体と

なって学習指導・児童生徒指導に取り組めること、

また、児童生徒の発達特性に適した指導方法がと

れると。そういったことで、合理的、効果的な教

育活動が行えることと考えております。 
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  最後に、⑷の小中一貫校での教員免許の扱いに

ついてでございますけれども、国におきましては、

当面は小学校免許で小学校課程を、中学校免許で

中学校課程を指導可能としながら、将来は小学

校・中学校の免許をあわせ持つように推奨すると

しております。要するに両方持ちなさいと。 

  現在、一体型の塩原小中学校におきましては、

小中学校両方の教員免許を所有している教員が８

人おります。中学校の教員免許しか持っていない

ため、小学校の臨時免許状、これを取得した者が

１名おりますが、これらの先生に対しまして教育

委員会が兼務発令、小学校に籍があるけれども中

学校も勤務をしなさい、それから中学校に籍はあ

るけれども小学校も勤務しなさいというのがこれ

が兼務発令なんですが、これを出しまして、相互

乗り入れによる授業を行っているところでありま

す。 

  なお、分離型のほかの中学校区におきましては、

現在、兼務発令を出して所属校以外で勤務してい

る、こういうような状況にはなっておりません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） それでは、再質問させて

いただきます。 

  まず、⑴についてですが、５月に塩原小中学校

を視察させていただきました。校内の親和的な雰

囲気と、授業で教室に先生が２人ずつ入りまして、

きめ細やかな指導が行われているということは強

く感じたところでありました。 

  そこで１点、その親和的な雰囲気の中で、小学

校６年生のリーダーシップというものに対する醸

成が不足するのではないかという懸念があったと

いうふうなこともありましたですが、その辺をど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、いわゆる従来の

小学校６年、中学校３年というくくりをそのまま

小中一貫教育の９年間に当てはめるとすれば、そ

このところは課題となってくるわけであります。 

  しかし、それは形を変えれば、別な場面でリー

ダーシップを発揮できるということも考えられる

わけでありますので、今までの枠のままで考えて

いると難しいというふうになってきますが、これ

から９年を通した中で、それぞれの学年がそれぞ

れのところで何かの形で活躍できる場面をつくっ

ていくということによりまして、そういった問題

というのは解決できていくんじゃないのかなとい

うふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。 

  続きまして、それと教員同士の情報交換という

のが密にできるというふうにおっしゃられました

ですけれども、どのような形で密に行っているの

かご説明いただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは当然定例の会議等、

その中で話題となる部分もありますが、やはり学

校の中で一番情報交換ができる場面というのは、

職員室の中で、会議ではなくてふだんの先生方の

何気ない話の中で、「きょう、この時間でこんな

様子だったよ」ということがお互いにポッと出る、

やっぱりそこが一番大事な情報交換になってくる

んですね。 

  それが、一つの職員室の中に先生方がおります

ので、それは随時、朝から晩までいろいろな場面

でできている。やっぱりこれが一番のメリットで

あろうと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 
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○３番（相馬 剛議員） 小学校の先生と中学校の

先生が同じ職員室にいるということだということ

でございますね。よくわかりました。 

  続きまして、その小中一貫教育の狙いに近い形

でスタートしたというふうな言い方をされました

ですが、その狙いというのをちょっとご説明いた

だければというふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、義務教育９年間

を通して、子どもたちの成長についてしっかりと

見通しを持って、それぞれの学年の発達、指導に

先生方が当たれるというところ、これが一番大事

なところ、小中一貫教育の大事なことであろうと

思うんですよ。 

  やっぱり見通しを持って、今この場面で全てを

指導しなければならないというような考え方でい

きますと、細切れの指導になっていくわけですね。 

  ところが、今ここでこういうふうに教えておけ

ば、それが何年か先にはこの場面で必ず生きてく

るという見通しが持てますので、それを踏まえた

上で余裕を持って子どもの指導に当たれる、学習

指導についても児童生徒指導についても当たれる、

そういう部分が大切だろうと、こう考えておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。９年間の

スパンを考えた中での現時点での指導ということ

になるのかなというふうなことかと思います。 

  最後になりますが、先ほど言われました塩原小

中学校では、「Ｗｅ ｃａｎ ｄｏ ｉｔ」の充

実が鍵というふうにおっしゃられましたですけれ

ども、これをちょっともう少し具体的にわかりや

すく説明していただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、これから国も考

えておりますが、特に最近、国におきましても、

小中高まで含めて英語教育について大変に大きな

話題になっております。 

  ですので、国は「Ｃａｎ ｄｏ ｌｉｓｔ」、

つまり何ができるかというそのリストをずっとつ

くり上げて、それで学習の到達度を見ていくとい

うそういう手法をとるわけですね。 

  それが実はもう塩原小中学校おきましては先行

的に研究がされておりまして、かなりモデル的な

カリキュラムが実はもうでき上がってきているん

ですね。 

  それらを実践しておりますので、ある意味、ほ

かの特に中学校の英語についてはぜひこういった

ものを導入していきたいと思いますし、今現在、

今年度中に９年間を通した特に英語のカリキュラ

ムの作成をやっておりますので、その中にとても

参考になっておりますし、ぜひ一度塩原中学校の

英語の授業はぜひ見ていただけると、「ああ、こ

ういうふうなものにやがてなるのか」というもの

が多分見られるんじゃないのかと思っております。

どうぞよろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。もう一度

機会をつくらせていただきまして、塩原小中学校

へ行ってみたいというふうに思います。 

  続きまして、⑵についての再質問でございます

が、まず、すみません、最初の質問通告時に、私、

「施設連携型」と記載して質問通告をしたんです

が、訂正がございまして、「施設分離型」ですよ

というふうな訂正をいただきました。 

  こちらの小中一貫教育のパンフレットのところ

にも、ここの部分に「施設連携型」というふうに

書いてございまして、その「連携型」と、また
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「分離型」というところの扱いが違うのか、それ

とも全く同じものなのか、ちょっとその辺のご説

明をいただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 確かにこのリーフレット

の中を見ますと、こちらのほうには「連携型」、

後ろ側には「施設分離型」というふうに、ちょっ

と統一感のないような感じになっていますが、実

は教育委員会が最初に小中一貫教育基本方針を定

めた中でも、実は「連携型（分離型）」というふ

うに両方併記しておりまして、イメージとすれば、

施設、そのハード面とすれば、一体になっている

ものなのか、それとも分かれているものなのか、

それからソフトウエアというんでしょうかね、教

育活動そのものについて言えば、一体的に行うの

か、それとも連携を図りながら行うものかという

ような形で、私たちとしては無意識のうちに使い

分けはしていたわけですけれども、確かにおっし

ゃるとおり、この辺につきましてはもうちょっと

丁寧に表現を工夫するところもあるのかなと考え

ておりますので、今のご指摘につきましては、い

よいよ次年度から正式に始まりますので、その際

にはまた改めてわかりやすいリーフレットを作成

していきたいと、こう考えておりますので、参考

にさせていただきたいと思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） そうしますと、「連携

型」というふうに呼んでいてよろしいということ

でよろしいでしょうか。はい、わかりました。 

  それと、先ほど９つの校区を４タイプに分類し

てというふうなことでお話を伺いましたですが、

どの校区がどういうタイプに分類されているのか、

具体的にご説明いただいてよろしいでしょうか。 

  ちなみに、このパンフレットは、もう一度あれ

なんですが、３タイプになっているんですが、今、

４タイプというふうに伺いましたので、ちょっと

その辺のご説明をいただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ちょっと丁寧な説明にな

っていなかった部分があるかもしれませんので、

改めてお話ししますが、この連携型につきまして

は、当然のことながら施設が分かれておりますの

で、１つの中学校に対して幾つかの小学校がグル

ープになるわけですね。 

  ところが、ご承知のとおり中学校も、それから

グループに入る小学校も、市内それぞれ同じ規模

ではございません。ですので、それらを踏まえて、

一応４つのタイプに分けてあります。 

  連携型１というタイプでは、中規模の中学校、

それから中規模の小学校ということで、具体的に

は本市におきましては黒磯中学校区、これを連携

型の１というふうにしております。 

  それから、連携型の２というものが、これは中

規模中学校と複数小学校ということで、これが一

番数的には多いんですが、市内では黒磯北中学校

区、日新中学校区、東那須野中学校区、それから

厚崎中学校区というこの４つの中学校区が連携型

の２ということでございます。 

  それから、連携型の３と申しますのは、小規模

の中学校と小規模の複数小学校ということで、こ

ちらに入るものが高林中学校区、それから箒根中

学校区というふうになっております。 

  ４番目の連携型４というものは、これは大規模

中学校と大・中規模複数小学校というようなこと

で、これは三島中学校区、それから西那須野中学

校区と、一応こんなふうに、その学校規模等によ

りましてパターンとして４つに分類をしていると

いうことであります。 
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○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） よくわかりました。規模

でということだったんだなというふうに理解をい

たしました。 

  それと、もう一点なんですが、地域の人々と実

践する体験活動によりというご説明が先ほどあっ

たかと思うんですが、その地域の方々との体験活

動はどのようなものがあって、また、その体験活

動の目的はどういうふうな目的なのか、もう一度

ご説明をお願いできればと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これらにつきましては、

実はもう既にこの小中一貫教育とはまた別に、そ

れぞれの中学校区、あるいは公民館活動も含めて、

さまざまな特徴的な取り組みをしているわけです

ね。 

  多くあるのが、いわゆる地域を歩く、小中学生

あるいは地域の方々も一緒に歩く、競歩というん

ですかね。そういった形のものが黒北学区だとか

日新中とか、それから東那須野中学校でも実際に

行われております。そういったものも含めて、さ

まざまな保護者、地域の方々と一緒に活動すると。

西中学校で言えば、「ＴＨＥ ＥＫＩＤＥＮ」だ

ったでしょうかね。 

  そういったそれぞれの特色を持たせて既に取り

組んでおりますので、そういったことを核にして、

地域の人たちと子どもたちがかかわることによっ

て、その中で社会性が育っていったりすると。そ

ういったものがあるのかなと、こう思っておりま

す。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） よくわかりました。 

  続きまして、⑶についての再質問ですが、４－

３－２制にした経緯というのはよくわかりました。 

  そこで、小中一体となった合理的・効果的な教

育活動が行えるというところですが、施設連携型

といいますか施設分離型の場合、どのような手法

で合理的に、また効果的に行えるということなん

でしょうか。ちょっと具体的に説明をお願いでき

ればと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず４－３－２の部分で

すが、実はきちっと統計的にもございまして、戦

後間もなくの時代の子どもたちの身長とか体重と

か身体的なものですね、それと現在の子どもたち

の発育の状況、ピークですね、一番伸び盛りとい

うのを見たときに、明らかに２歳から３歳近く前

倒しになっているんですね。 

  ですから、例えばかつての中学校１年生と言わ

れていた者は、今の小学校の５年とか４年とか。

つまりそれだけ発達が前倒しになってきている。

つまり、それだけ自分に向き合う、思春期に入る

時期が早くなってきているので、それを踏まえた

上で区切っていくことによって、その発達段階に

合った指導ができるわけですね。 

  ですから、簡単に言いますと、よく既製服のこ

とを私は持ち出すんですけれども、例えば「これ

は６年生が着る服ですよ」と用意してやっても、

実際に着せようと思った子どもはもう体がもっと

大きくなっていて着られない。でも、それでも着

せようとするところにさまざまな課題が生まれて

くる。ちょっとわかりやすく表現しますとですね。 

  ですので、子どもたちの発達に合わせた指導の

過程あるいは指導の方法というものを考えていく

ことによって、より効果的な指導ができて、その

結果、一つの効果も出てくると、そういうふうに

理解をしていただければと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 
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○３番（相馬 剛議員） そこで、もう一度なんで

すが、その施設分離型ではどういう手法でその効

果的なといいますか、合理的なというふうにおっ

しゃるんでしょうが、その指導をされているのか、

もう一度、申しわけありません、ご説明いただい

てよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 確かに塩原小中学校と比

べれば、施設分離型の場合については、子どもた

ちが同じ場面にいませんので、なかなか指導しに

くいというような面もあります。 

  それは一緒にいなければならないというわけで

はないわけでありまして、そういうようなくくり

で子どもたちを見ていくということが、先生方が

９年間を見通した指導の中の、自分が今、何年生

を担当しているんだということがしっかり意識で

きるわけですので、それぞれが分かれて、小学校

におきましても、それから中学校におきましても、

今こういう状況にある子どもたちを指導している

んだということを各先生方が意識できる、自覚で

きるということが現段階では大変重要なことだと

思います。 

  今後、施設分離型でありましても、何かの機会

に、常時はできないわけですけれども、何かの機

会を捉えて、例えば２期目の子どもたちが一緒に

なって何かをできるというものを考えることも一

つの課題としてはあるのかなというふうに思いま

す。 

  ただ、これは距離の問題もありますし、人数の

問題もありますし、以前、齊藤議員から質問があ

りましたように、大規模校の中で大勢の子どもた

ちが一緒に動かせるのかというと、これは難しい

部分があります。 

  ですから、そこを工夫して、例えばその中の何

人かが代表して活動して、それをまた持ち帰ると

いうような方法も、さまざまな方法は今後考えら

れると思いますし、それぞれの学区でまさに創意

を重ねていただきたいなというふうに思っており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） すみません、質問の方法

が悪くて申しわけありません。 

  ちょっとご答弁にはないんですが、実はその施

設分離型で先生方の部会制、例えば校長会である

とかいろいろな部会制があるとかというふうに以

前に伺ったことがあるんですが、実はそれをお伺

いしたくてちょっと質問をしているわけですが、

先生方がどういうふうな方法をとって、合理的に

その指導方法をとっているのかというところもあ

わせてご説明いただければというふうに思います

が。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 失礼しました。 

  各中学校区におきましては、現在、学習指導に

関するグループ、それから児童生徒指導に関する

グループ、あるいは健康・安全に関するグループ、

そういうふうに指導事項にまとまったそういう部

会を持っておりまして、その中にその学区の中学

校の先生も小学校の先生も一緒になって、９年間

の中で学習指導としてはどういうふうにしていっ

たらいいのか、あるいはカリキュラムの検討であ

るとか、あるいは児童生徒指導であるとすれば、

どういうふうにして９年間の中で段階を追って自

分たちが子どもたちに対して指導していくか、あ

るいは保健関係であるとすれば、最近多くの学校

では地域学校保健委員会という形で、小中学校の

先生方、それから保護者も一体となって、まさに

その学区で健康に関する課題意識を持ってそれを
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解決していこうというそういう取り組みも行われ

ておりますので、そういうような部会があって、

その中で９年間の中の課題を克服しようとしてい

る、そんな取り組みをしているということでござ

います。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） その部会制というものが

あると伺っておりましたので、どういうものなの

かというのがちょっと気になっておりましたので、

ご説明をいただいたところでございます。 

  最後になりますが、この４－３－２制の手法に

よりまして、先ほど中学１年生時の不登校増加と

いうところがあったというふうに伺っております

が、中学１年生時の不登校増加に歯どめがかかっ

たというような、まだ１年でしょうから実感はな

いのかもしれませんが、実感がもしありましたら

お伺いしたいというふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 本市の進めている小中一

貫教育につきましてはさまざまな取り組みが総合

されているわけでありますので、一つの課題とし

て本市として大きな課題でありました不登校の問

題につきましても、おかげさまでこれも出現率が

大分下がってきて、いつかの議会におきましては、

小学校におきましては県平均を下回りましたとい

う報告もできたと思うんですね。 

  やっぱりこれは、直接的には恐らくhyper－Ｑ

Ｕなどの望ましい学級集団づくりということが功

を奏している部分もあると思うんですが、そうい

ったものも含めて、例えば今回、東原小学校に象

徴されるように、特別活動、学級会活動、ああい

ったものも望ましい人間関係づくりに積極的に取

り組んでおります。それも小中一貫教育のさまざ

まな取り組みの中の一つでありますね。 

  それぞれの一つ一つがしっかりと行われること

によって、全体として今、いい方向に教育が動い

ていると、そんなふうに感じております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） すみません、あともう一

点。 

  実は、教育長とあるところの雑談の中で、現在、

小中学生の学力、体力というものは実は上がって

いるというふうにちらっと伺ったことがあるかと

思うんですが、その辺のご説明も、もしできまし

たらいただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 本市の人づくり教育、３

つの観点で取り組んでいるわけでありますけれど

も、学力、体力については、比較的数字化できる

ものでありますので変化が読み取れるわけですが、

ただ、この学力や体力、体力は置いておいて、学

力につきましても、かつての学力観というのは今、

なくなりつつあります。 

  今、この４月から取り組み始めました学び創造

プロジェクトでも、その辺のところをしっかりと

意識をして、これから社会が求める21世紀型の能

力、学力もそうなんですが、そういったものをし

っかりと伸ばしていくということを意識していか

ないとならないのではないかと。 

  単にもう今、時代は、知っていればいいという

時代ではなくなって、知っているものをどう使っ

て新しいものをつくり出していく、あるいは新し

い価値を見つけたりあるいは判断して、それを表

現していくという、まさに何ができるかというと

ころまでいかないと、これからの時代が求める学

力というふうにはならないかと思っておりますの

で、その辺も意識しながら、しっかりとこれから
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のものを見ていきたいというふうに思っています

し、必ず今の学び創造プロジェクトの取り組みが

そういった力をさらにいいものにしていく、そし

て、これは話し合い活動等が重要になってまいり

ますので、その中では当然のことながら社会力と

いうものも伸びていきますし、人といい関係をつ

くっていくということもやっていきますので、豊

かな心という部分にもいい効果があらわれてくる

のではないのかなというふうに思っております。 

  ただ、社会力とか豊かな心というのは、なかな

かこれは数字化できないものでありますので、子

どもたちのこれからとる行動の中で、私たちは大

いに期待をして、こんなふうになってこんなこと

ができるようになるということを大いに楽しみに

見ていきたいと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） ありがとうございました。 

  続きまして、⑷についての再質問ですが、臨時

免許とその兼務発令についてもう一度、臨時免許

というものはまずどういうものかご説明いただけ

ればと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、現在先生方が持っ

ていらっしゃる教員免許なんですが、かつては、

一度取得すると、これは永久ライセンスというこ

とで生涯使えたわけですが、現在は、実は先生方

が持っている教員免許は10年間しか有効ではござ

いません。 

  10年区切りで更新時講習というものを受けて、

それを申請して、改めて次の10年また有効な教員

免許となったわけですから、この手続を怠れば実

は免許を失効してしまいまして、教員ではなくな

ってしまう、仕事ができないということになりま

す。 

  それと同じように、この臨時免許状と申します

のは、当該の学校で勤務するために必要な免許を

持っている先生を採用できなかった場合に、当該

の都道府県の教育委員会が３年間有効という形で

申請をして発行してもらうものが臨時免許状とい

うものです。 

  ですので、発行者、例えば栃木県教育委員会が

出したものについては、栃木県内では有効ですが、

他の都県に行った場合にはこれは使えないという

ようなものでございまして、そういったものが臨

時免許状というものでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） これは、例えば大学の教

職課程等を卒業していなくても出るものなんでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 説明が不足しておりまし

た。これは、基礎となる教員免許を持っていて、

他校種の教員免許状を臨時的に申請するというも

のでございますから、基礎となる免許状を持って

いなければ、これは取得できません。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） わかりました。そういっ

たものによって相互乗り入れが可能ということで

理解をいたしました。 

  実は、中学校の先生からは、今まで小学校では

何を教えているんだろうというそういう不信感が

あったというのが、この取り組みによって小学校

の教育というものが理解できたというお話を伺っ

たり、また、小学校の先生方からは、中学校がど

こまで期待しているのかというのが、こういった

小中一貫教育の取り組みによってよくわかったと

いうふうなお話を聞きました。 

  非常に先生方も今まで不安があったところが随
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分払拭されたというようなお話も聞いております。 

  そこで、最後になりますが、学校のさまざまな

場面で教職員の多忙感というものはお聞きします

が、当然小中一貫教育制度により会議や打ち合わ

せ等がふえてまいりますので、仕事量がふえると

いうふうな感覚を持つわけでございますけれども、

教育委員会としてはその対応は十分にお考えとい

うことでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 教員の多忙感と多忙とい

うのは、ちょっと分けなければならないと思うん

ですが、当然業務がふえれば仕事がふえるであろ

うというふうに一般的には考えられますが、それ

をやっぱりいかに効率的に行うかということだろ

うと思います。 

  教育委員会におきましては、この８月から本格

稼働しますが、教職員ネットワークシステムとい

うものを導入します。 

  これによりまして、先生方の事務的な、本当に

事務的な処理につきましてはこのシステムの中に

取り入れていこうというふうなことで設計をして

おりますので、各種書類の作成であるとか、いろ

いろな帳票の件だとかそういったものは、可能な

限り省力化して、効率よく時間をかけずに事務処

理をすると。 

  先生方自身がいろいろ考えてしなければならな

い、そういう時間をより多く、限られた時間の中

ですけれども、生み出していくことによって、先

生たちの多忙感というものは軽減されていくので

はないのかというふうに思っております。 

  実際学び創造プロジェクト、今、何校かでもス

タートしておりますが、先生方、幾つかの授業に

分かれて、グループでディスカッションを行って

おります。 

  昨日も三島小学校での会議が終わって、５時過

ぎに指導主任たちが帰ってきたんですが、「とて

もいい議論をしていました」と。 

  やっぱり先生方にとりましては、いい授業をす

る、どうすればできるかということに一番エネル

ギーを注いでいただかなければならないわけであ

りますので、この学び創造プロジェクトなんかは、

いい雰囲気が今、学校にできつつあるなと。そう

いうところにたっぷり時間をかけられるような配

慮を教育委員会としてもこれからもしっかりやっ

ていきたいと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ３番、相馬剛議員。 

○３番（相馬 剛議員） よくわかりました。 

  ５月21日の議会報告会の地域のテーマとして、

この小中一貫教育を取り上げました。 

  参加していただいた市民の方からは、この取り

組みについては好評価を得たというふうな感じを

受けております。 

  あとは、その狙いでもある、集団における生き

方、人間としての生き方の心や態度の育成という

ふうなことでパンフレット等には書いてございま

すが、そういったものが目に見える成果が出るこ

とを期待しております。 

  また、私個人として小中一貫教育に期待してい

ることは、子どもたちのやる気の創出です。やる

気を出させるということは、義務教育学校にしか

できないことなんだろうというふうに思っており

ます。 

  民間の教育機関や高等教育では、やる気がない

と判断された場合、排除されることもあります。 

  子どものやる気というのはあくまでもこちらが

受ける、やる気があるかないかというのはこちら

の基準で判断してしまうというところはあると思

いますが、子どものやる気の芽というのはどこか

ら生えてくるかわかりません。 
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  多くの大人があらゆる角度から一人の子どもを

見ることによって、その子のやる気の芽を発見し、

その芽を大きく膨らませていくと。 

  また、その芽が挫折をしたとしても、また別の

やる気の芽を発見して育てるということが義務教

育の小中学校にしかできないことなんだろうとい

うふうに思っております。 

  私は二十数年、スポーツを通して子どもたちと

かかわってきましたが、やる気のない子をやる気

にさせるという方法が実は見つかりません。どう

しても周りの大人からは「やる気がないんだよ

ね」という言葉を担ってしまう。もしかしたら本

人はやる気がないというふうには全く思っていな

いのかもしれませんけれども、そういうふうに周

りが見てしまうとそういう方向に行ってしまうこ

ともあるのかなというふうに思います。 

  ぜひこの小中一貫教育の手法によって、那須塩

原市の全ての子どもたちがこの小中一貫教育が目

指す生徒像であります「夢に向かい、可能性に挑

戦する生徒」となるよう期待をいたしまして、私

の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、３番、相馬剛議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 ２時０３分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 吉 成 伸 一 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、17番、吉成伸一議

員。 

○１７番（吉成伸一議員） 公明クラブ、吉成伸一

です。 

  市政一般質問を行います。 

  初めに、魅力ある「東那須野公園」整備につい

て質問させていただきます。 

  「東那須野公園では、ラッパスイセンが見ごろ

を迎えた。斜面いっぱいに広がる花の輪が散策す

る人々を和ませている」と、３月22日の下野新聞

で紹介されましたが、ここ数年マスコミ等で取り

上げられ、来場者が年々ふえています。また、４

月には、みね山花まつりを開催し、地域の方々で

にぎわっています。 

  東那須野公園は、毎年スイセンの植栽が幾つも

の団体によって行われてきました。都市公園であ

りながら、市民の手づくりの側面もある公園です。

これまで以上に魅力ある公園にするための整備に

ついてお伺いいたします。 

  ⑴スイセンの植栽事業の中心的役割を果たして

いた東那須野地区車座談義による植栽事業が昨年

で終了いたしました。今後は、行政としての植栽

事業が必要ではないでしょうか。 

  また、那須塩原駅から来る際の案内等も必要で

はないでしょうか。 

  ⑵公園に隣接する私有地の東側斜面の管理や西

側の調整池の周囲の整備が望まれますが、お伺い

いたします。 

  ⑶公園西側の私有地の針葉樹林を公園として整

備するとともに、隣接する熊川河川敷の整備を行

ってはどうでしょうか。 

  以上、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 



－169－ 

○市長（阿久津憲二） 吉成議員の質問に、順次、

私からお答えいたします。 

  まず、⑴行政としてのスイセンの植栽事業につ

いてでございます。 

  東那須野公園は、平成５年に都市公園として12

万㎡の面積で都市計画決定を行い、現在まで約10

万3,500㎡の整備が完了しております。 

  西側斜面のスイセンにつきましては、平成12年

度の黒磯市職員福利厚生会での植栽の実施を契機

とし、東那須野車座談義、大原間スポーツ少年団、

東那須野地区婦人会、大原間婦人会などの各種団

体のご協力をいただいて、現在までに約12万

1,000株が植栽されております。 

  今後においても、球根の支給を行うなどして、

各種団体の協力を仰ぎたいと考えております。 

  また、那須塩原駅からの観光客に対する案内に

つきましては、市のホームページや駅観光案内所

の活用を検討してまいりたいと思います。 

  次に、公園に隣接する東側斜面の管理及び西側

調整池周辺の整備についてもお答えいたします。 

  東側斜面につきましては、隣接市の樹木等によ

り暗く見通しがきかないことなどから、防犯及び

公園の眺望を確保するため、平成22年度に伐採を

行いました。 

  その後、立ち木や草等が繁茂してしまったこと

から、平成26年度に立ち木の伐採や下草刈りを実

施いたしました。 

  次に、西側の調整池周辺における整備について

ですが、調整池周辺については、調整池を含めて

未供用部分が約１万1,200㎡あり、将来的には第

２駐車場を整備する計画となっております。 

  次に、⑶の西側私有地の公園としての整備及び

隣接する熊川河川公園の整備についてもお答えを

いたします。 

  公園西側の針葉樹林につきましては、個人所有

の土地であり、都市計画決定のエリアからも外れ

ておりますので、公園の整備としましては、第２

駐車場以外はおおむね完了していると考えており

ます。 

  また、本市においては、１人当たりの公園面積

が那須塩原市都市公園条例で定める基準値を上回

っていることから、都市計画決定の範囲を広げて

の整備は考えておりません。 

  次に、隣接する熊川河川敷の整備についてであ

りますが、熊川は一級河川であり、栃木県の管理

となっております。 

  河川の整備につきましては、栃木県において河

川改修事業としての整備計画はありますが、公園

と一体となった河川敷の整備につきましては、現

在のところその話を聞いておりません。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  この東那須野公園には約２万本のアジサイが植

えられております。当初、この東那須野公園をつ

くる際には、日本一のアジサイ公園を目指そう、

また、10万本のアジサイを植栽しようというよう

なコンセプトがあって進められてきた公園だと私

は認識をしております。 

  現在、この東那須野公園をどのような公園にし

ようという考えを持って、現在大きな整備はされ

ていませんが、考えてこられているのか、その点

について初めにお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 当時の詳しいいきさつに

つきましては、大変申しわけありませんが不明で

ございますが、旧黒磯市時代に、東那須野公園を

日本一のアジサイ公園にしようということで植栽
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が始まったということであります。 

  公園内では、主に東側斜面を中心にアジサイの

植栽を行いまして、市民やロータリークラブ、大

原間スポーツ少年団などさまざまな団体などの手

によりまして、先ほど話がありましたが、現在約

２万本のアジサイが植栽されております。 

  その中で、種類といたしましては、ガクアジサ

イを中心にウズマキアジサイ、カシワバアジサイ、

ヤマアジサイなど13種類が植栽してあります。 

  こういったアジサイが東側斜面に植栽されてお

りますが、北側の日当たりの悪い斜面ではどうし

ても生育が悪いということで、今現在はアジサイ

の植栽については進めておりません。 

  ということで、南側、西側斜面のほうを中心に

スイセンの植栽を進めておりますので、今後もこ

ういった方向で南側、西側斜面を中心に植栽を進

めていければというふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 以前の東那須野公園の

コンセプトから現在はどのような考えで進めてい

るのかというのがお聞きをしたかったんですが、

実情は了解をいたしました。 

  先ほど市長答弁の中に、これまで東那須野地区

車座談義が中心になってスイセンの植栽事業を進

めてきたわけです。一時は、ブリヂストン黒磯工

場も一緒にやっていただいた際には、年間、約で

すけれども、１万5,000株のスイセンが植えられ

た時期もありました。 

  先ほどの答弁からいけば、今後も球根について

は支給をして、あとはなるべく地域の方々でこれ

までのように植栽事業を進めていただきたいとい

うお話をいただきました。大変にありがたいお話

だなと思います。 

  そこで、どのぐらいの球根を支給していただけ

るのかをちょっと確認をさせてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 今、ここで何個ぐらいと

いうことはちょっと申し上げられないんですが、

これにつきましては、ご協力をいただける団体の

皆様と協議をしながら進めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、できるだけ要望に沿え

るような形を検討したいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 我々も地域の本当に宝

の一つだと思っておりますので、なるべく多くの

団体の方の協力を得ながら進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  また、那須塩原駅からの案内については、先ほ

ど市長から答弁いただいた広報、それから駅の案

内所等を活用して今後検討を進めたいということ

ですので、その点は了解をいたしました。 

  続いて、東側の斜面、これに関しましては私も

以前質問したことがあって、闇々しい、それから

ちょっと防犯上も問題があるんじゃないかという

ことで、最終的には伐採をしていただいた。 

  その際には、地権者が約10人いらっしゃって、

その方々の協力を得て伐採したわけですが、その

後いただいた資料の中には、使用貸借契約を結ん

だというようなお話をいただいています。 

  その使用貸借契約の中身を少しご説明いただけ

ればと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 使用貸借契約の中身とい

うことでございますが、契約の内容につきまして

は、東那須野公園の防犯上・景観上の観点から、
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土地の草木等の維持管理を継続的に行うに当たり、

土地の使用目的や契約期間を定めているものであ

りますが、使用目的は、防犯上・景観上のために

草木等の維持管理を行う以外には使用しないと記

してありまして、無償での借り受けで、契約期間

は、使用目的が終了した日までとして契約をして

おります。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 中身についてはわかり

ました。 

  この東側斜面に関して言いますと、先ほど最初

の答弁でいただいていますが、特にお寺側のほう

は、竹林だったということもあって、あっという

間に竹が生えてきてしまうんですね。 

  ですから、そういうことを考えると、年間、最

低でも一度ぐらいの伐採、それから草の下刈り、

こういったものは必要だと思いますので、その点

もぜひ検討していただきたいなと思います。 

  あと、高林・大田原線から広域事務組合のほう

に入ってきますが、その際に、公園西側の駐車場

の案内の看板はあるんですね。 

  ところが、もともとの東側、約10台駐車スペー

スがあると思うんですが、その看板がないんです

よね。こちらもぜひ看板の設置はしていただきた

いなと思います。 

  あわせて、先ほど部長の答弁の中に、これまで

のアジサイ13種類が植栽されているんだというお

話がありますが、残念ながらその種類名が全く記

されていないんですね。そういったプレートがな

いんですね。ですから、そのプレートもやはりつ

けていただきたいなと思います。 

  あと、いろいろな今まで植栽にかかわった団体

がプレートを立ててきました。残念ながらもう朽

ち果ててしまったようなプレートも幾つも見受け

られます。これらについては今後修繕をしていた

だきたいし、それから、今後植栽事業をやる団体

があります。そういった際には、できれば市のほ

うでプレートを後日立てていただけると、費用的

にも団体のほうは助かりますので、そういったこ

とのご検討はいただけないか、お伺いをさせてく

ださい。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまの植栽等を協力

していただいた団体の皆さんの名札といったもの

につきましてですけれども、現在、寄附受け入れ

時に設置している団体名の入った看板につきまし

ては、設置を含めまして寄附者側の意向に委ねて

おりました。 

  規格、基準等はそのため設けておらず、ご指摘

のとおり、サイズ等についてはばらつきがある状

態となっておりました。また、時間の経過により

まして、破損している状態のものもあるのも事実

であります。 

  こうしたことから、今後につきましては、規格、

基準等を定める方向で検討していきたいと考えて

おります。 

  また、既存の看板につきましても、破損してい

るものについては、つけかえを検討していきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  あと、あの公園には、行った方はご存じなのか

もしれませんが、上がっていくと記念碑広場とい

うのがあるんですね。その記念碑広場の向いには、

稲荷山の「標高298.4ｍ」と記された、「栃木の

山紀行」の名称が入ったプレート、これ小さなも
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のなんですけれども、縦20㎝、横25㎝程度だと思

います。ブリキでできています。残念なことに、

これが枝にひっかけられているような状態なんで

すね。 

  それから、稲荷山は、日光の男体山と同じ一等

三角点に指定をされて、そこには、くいも立って

いるわけですね。今は三角点と言ってもＧＰＳが

ありますから、余り役目としては果たされていな

いのかもしれませんが、一つのそういった記念と

しては十分価値のあるものだと私は思うんですね。 

  そういった部分での整備ができないかお伺いを

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 一等三角点の話でござい

ますが、まず、一等三角点とは何かというところ

でちょっとご説明を申し上げますが、これは測量

用語になりまして、三角測量という測量がござい

まして、この際に用いる経度、緯度、標高の基準

になる点のところのことというものでありまして、

この三角点については、通常、見晴らしのよい場

所に設置されるため、高山の山頂付近に設置され

ていることが多く、現在栃木県内には、先ほど議

員のほうからお話がありましたように、栃木県内

で一等三角点が11点だそうですけれども、存在し

ておるということでございます。 

  そういったところで、那須塩原市におきまして

は稲荷山のみにあるということから、今後はこの

公園のホームページ等において紹介するなどの検

討を行っていきたいというふうに思っております。 

  また、栃木の山紀行ですかね、こちらにつきま

しては、ちょっと私のほうで調べたんですけれど

も、ホームページ管理者が県内の一等三角点の紹

介のために独自に設置したものというふうに考え

られます。 

  設置に当たりましては、市に事前相談があった

というふうな記録は残っておりません。現在は一

等三角点の後方の木にぶら下がっているというこ

とで、ご指摘のとおりでありまして、設置の方法

も含めて協議をしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

  なお、栃木の山紀行のホームページの管理者に

つきましては、ちょっと調べてはみたんですが、

実際不明でありまして、特定することができませ

んでしたので、ちょっとこの辺についてはもうち

ょっと調べさせていただいてというふうに考えて

おりまして、これは参考までですけれども、何か

ほかにもやっぱり同じような事例がございまして、

やはり木の枝等にぶら下がっているところなんか

の例は結構あるというふうに伺っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 丁寧な説明をいただき

ましてありがとうございます。 

  今、部長に答弁いただいたように、この栃木の

山紀行については多分任意の団体で、なかなか調

べるのが難しいかなとは思うんですが、ああいっ

た形で稲荷山が山紀行の一つになっているという

事実は間違いありませんので、大切にしていただ

ければなと思います。 

  続きまして、西口の駐車場から調整池に入る、

あの道は途中で舗装が切れているわけですね。残

念なことに、簡易なバリケードがその手前にある

わけです。中に入ると、以前あずまやがあって、

そこが火事で焼失してしまったということもあっ

て、その残土というか残骸がフェンスで囲って置

かれているわけですね。非常にこの２つがあの景

観を損ねているという現状があるわけです。 

  これらについては、先ほど市長答弁の中で、今

後は第２駐車場をというお話がありましたが、そ
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れは大分先の話になるような気がいたしますので、

今現在、大してかからないと思うんですが、あそ

こをきれいにする考えはありますでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 調整池周辺の整備、簡単

なものでということだと思いますが、現在、あの

奥、南側に仮囲いをしまして、ちょっと残材を積

み重ねて置いてあります。平成15年に、あの頂上

付近のほうにグリーンメモリアルドームという施

設がありまして、それが放火等によるものだと思

うんですが、火災で焼失をしまして、その際に全

部撤去したわけですけれども、その際に、敷石に

なっておりました野石を全部外しまして、そこ

の場所に仮置きをして保管をしているということ

でありまして、これは材料としては野石で、き

れいに切り石になっておりますので、市内の都市

公園等の維持管理の中で、できるだけ使えるもの

は使っていきたいということで保管をしているも

のであります。 

  そういったことから、ご指摘のようにもうちょ

っと整備をしないと確かに見苦しいかなというと

ころもありますので、あの辺につきましては、使

用可能なもののみを選別保管をいたしまして、今

後、ちょっとあの辺をきれいにして、適正な維持

管理を行ってまいりたいというふうには考えてお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） お願いをいたします。 

  今、工場跡地側がこの東那須野公園を一望でき

る状態になっているわけですね。以前は黒磯工場

内にすばらしい桜があったわけですけれども、今

はもちろん全くないわけです。 

  先ほど市長答弁の中では、河川改修の際に、そ

ういった公園との一体的な整備については県のほ

うから伺っていないというお話がありましたが、

私は、あれは本当にすばらしい景色になり得ると

ころだと思うんです。 

  旭橋からそれから沼野田和の昭和橋まで、あそ

この公園の対岸に、桜ないしはハナモモなんかを

植栽すれば、そこに本当にすばらしい光景が浮か

ぶんじゃないかなと、そのように思っております。

これは希望です。 

  そういった形で、もしできるのであれば進めて

いただきたいなと思います。 

  それからもう一点は、西側の私有地であります

針葉樹林の部分なんですが、あれについても、で

きれば借りるなり賃貸借で契約をするなりして、

公園として今後整備をしていただくと、先ほどお

話をさせていただいた三角点の地域もそうですし、

展望広場もそうですし、その先の芝の広場もそう

ですけれども、現在全く使われていないと思うん

ですね。 

  それはどうしてかというと、そこまで行く道が

余りにも闇々し過ぎるんですね。その私有地があ

ることによってですね。 

  ですから、せっかくの公園が魅力が半減という

よりは３分の１ぐらいになっているものですから、

そういったことも、今すぐは難しいかもしれませ

んけれども、ぜひ今後検討をしていただければと

思いますので、この点は要望とさせていただきま

す。 

  それから、もう一点、２万本のアジサイがある

わけですけれども、なかなか日陰では発育しない

ということはあるんでしょうけれども、今後、や

はりこのアジサイもふやしていっていただきたい

なと思うんですね。 

  アジサイの挿し木はそんなに難しいことではな

いと思いますので、言うなれば、アジサイの里親

制度的なものを取り入れて、ぜひ育てていただい
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て、２年後にバックしていただいて、また植栽を

していくと。そういったことにもぜひ取り組んで

いただければと思います。この点も要望とさせて

いただきます。 

  以上で東那須野公園についての質問は終了とさ

せていただきます。 

  続きまして、２の公民館機能の強化について質

問いたします。 

  公民館は、地域住民のために社会教育を推進す

る拠点施設として中心的な役割を、また、住民同

士が集い、学び、結ぶことを促し、人づくり、地

域づくりに貢献している大変重要な施設です。 

  以下についてお伺いいたします。 

  ⑴公民館運営の現状と課題として、職員の配置

や予算配分等について伺います。 

  ⑵社会の変化とともに、公民館に求められる役

割も多様化しています。学校・家庭・地域の連携

の促進、また、地域防犯、防災教育、裁判員制度

など、ほかでは提供しにくい分野の講座や地域の

課題解決の支援も必要とされています。具体的な

取り組みを伺います。 

  ⑶地域のさまざまな事業や催しを手助けする地

域担当職員の配置が望まれますが、考え方を伺い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） ２の公民館機能の強化に

ついてお答えいたします。 

  初めに、私のほうから⑴の公民館運営の現状と

課題として、職員の配置や予算配分等についてお

答えをいたします。 

  職員の配置につきましては、基本的に館長、活

動振興係長、社会教育指導員及び用務員の４人体

制で管理運営を行っておるところでございます。 

  なお、地域の安心感及び公民館の機動性の向上

を図るために、実務経験豊富な館長の配置や、活

動振興係長には若くて意欲のある職員を配置する

よう取り組んでいるところでございます。 

  各公民館に対します予算配分につきましては、

地域の実情や地域住民の要望を踏まえまして、緊

急性等の優先順を勘案して、運営に必要な経費を

計上しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 教育部長。 

○教育部長（伴内照和） それでは、次に⑵の学

校・家庭・地域の連携の促進の事業と、ほかでは

提供しにくい分野の講座や地域の課題解決の具体

的な取り組みについてお答えをいたします。 

  学社連携・融合推進事業での子どもの見守り活

動、または地域の指導者によるスキー教室、熊川

の源流を訪ねて、ＷａｌｋＷａｌｋ強歩ｉｎ日新

や那須野スイスイウォーキングなど、連携して実

施をしているところです。 

  また、防災フェスティバルや救急救命講習会、

消費者契約トラブル対処法及び認知症サポーター

養成講座など、さまざまな事業を公民館主催の学

級講座等のメニューとして取り組んでおります。 

  また、地域課題の解決のためということで、地

域内の福祉施設への傾聴ボランティアの派遣を目

的とした傾聴ボランティアの養成講座の開催とか、

要支援者の見守り活動などを行う地域住民助け合

い事業なども今年度から計画をしております。 

  今後につきましても、公民館が地域の中核とし

て、生涯学習の場や仲間づくり、地域づくりの場

として、地域の特性を生かしながら、時代や社会

情勢に即した学習機会の提供、地域住民のニーズ

に応えられるよう、社会教育・生涯学習の最前線

の施設として公民館の運営に取り組んでまいりた

いというふうに考えております。 
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○議長（中村芳隆議員） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 私から、⑶の地域のさま

ざまな事業や催しを手助けする地域担当職員の考

え方についてお答えをいたします。 

  自治会やコミュニティなどの地域活動への職員

の参画は、地域住民と行政との相互理解や信頼関

係を深めるために重要であると思っておりますが、

これからは、職員が制度化された業務としてでな

く、市民として地域活動に自主的かつ積極的に参

加していくことが必要であると考えております。 

  そのため、５月18日に副市長名で、「職員の地

域活動への積極的な参加について」という文書に

より職員への周知を図ったところでもございます。 

  なお、市民と行政とのパートナーシップによる

協働のまちづくり推進のため、今後とも市職員の

地域活動への積極的な参加を促進してまいります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） それでは最初に、公民

館職員の配置についての問題をちょっと指摘した

いと思うんですね。 

  現在、公民館長、そして活動振興係長、この２

人が常勤という形をとっていると思うんですが、

そうなると土日、必ずどちらかが任務につくわけ

です。 

  突発的なことが起こったような場合には、シル

バー人材センターに頼ったり、それから職員間で

のやりくりで対応しているというのが現状だと思

うんです。 

  そうなると、職員自体にもかなり超過勤務にな

ってきてしまうんじゃないかなと。この辺につい

て、公民館には公民館運営審議会があるわけです

けれども、公民館運営審議会での指摘等はないん

でしょうか。 

  また、公民館運営審議会がどんな内容で審議を

やっているのか、年間どのぐらいの回数が開かれ

ているのか、あわせてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 公民館職員の勤務形態と

いうことで、２名ないし３名等の職員で運営して

いるわけですが、まず１点、勤務が多く超過等に

なるのではないかということでのご指摘ですが、

私どものほうでも定期的に月１回ずつ、超過勤務

の状況を把握しているところですが、市内にある

15公民館につきましては、極端に時間外が多いと

いうような状況は現時点では捉えてはおりません。 

  それと、公民館運営審議会につきまして、基本

的には回数については年によって多少ばらつきが

ございますが、開催ということで、公民館の運営

のあり方というものをもちろん審議をいただくと

いうことと、本市の公民館のあり方ということで、

毎年前年度の実績等もご報告をさせていただいて

おりますので、それに対して各委員からその実績

に対するご意見、また今後取り組むべき事業、地

域特性に応じたこういった事業もあるのではない

かとかいろいろなご意見をいただきながら、年間

の運営、次年度等の運営に生かしていくというよ

うな形で取り組んでいるところです。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 公民館運営審議会での、

公民館職員に対してはもう少し加配をしたらどう

なんでしょうというようなご意見はないというこ

とですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 館、それぞれいろいろな

事業に取り組んでおります。先ほども申し上げま

したが、15公民館の中でのそれぞれの事業の報告

等の中で、やはり年間相当の事業を行っている館
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も現実にはございます。 

  そういった館に対しての実施状況、そういった

ものを審議会の委員さん方が見た中では、ある程

度加配といいますか、充実してはというような意

見はもちろんございますが、館全体の中で、やは

り私どもとしては捉えている部分もございますの

で、総体的に、じゃ、職員を今後増員してとかそ

ういったような意見まではいただいていないとい

う認識でおります。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 基本的な公民館の人員

配置については当然答弁をいただいているわけで

すけれども、その中でも黒磯公民館、それから三

島公民館、併設する施設があるということなんで

しょうけれども、１名ずつの加配がされているわ

けです。 

  平成26年度の那須塩原市教育要覧の中で、その

資料を見せていただきましたが、15公民館の先ほ

どあったように運営方針であったり事業計画が載

っています。 

  そのほかに、地区人口・世帯がそこに載ってい

るんですね。公民館別に、例えば厚崎公民館内に

は１万3,200人の方がいらっしゃると。一番少な

いところは塩原公民館内ということになりますが、

対象人数が2,303人となっております。 

  でも、公民館の職員配置としては同じような配

置をしているわけですね。それを考えますと、や

はりこのある程度人口によっての人員配置も必要

なんじゃないかなと私は考えますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 館に対する館の職員の配

置ということで、人口規模に相当の開きがある中

で職員数は変わらないというようなご指摘かと思

いますが、館それぞれ、地域のこれまでの歴史で

あるとか運営にかかわってのこれまでの経過とか

それぞれございます。 

  そういった中で、人員的には基本的には同じよ

うな配置になっておりますが、事業としてはそれ

ぞれ人口の規模に応じた事業の組み立てというん

ですかね、そういった中で、その地域内の方々に、

いわゆる公民館の本来の機能でありますいわゆる

教育の提供、情報の提供、またはレクリエーショ

ンの場の提供とか、そういったものを工夫しなが

ら現時点では対応しているというのが15館の今の

取り組みということですので、地域内の人口の規

模に応じて、また職員数をふやしたり、減らすと

いうことは考えられませんが、そういった部分に

ついては、現状では地域内の活動の中で一定の枠

の中でおさまっているというような感じで私ども

は見ております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 考え方はわかりました。 

  じゃ、これもちょっと提案ですけれども、職員

の方、新採で入ってきますよね。その新採で入っ

てきて、できれば10年以内に公民館を経験させて

はいかがでしょうかという提案なんですね。 

  公民館というのは、本当に窓口業務を初めたく

さんの仕事を経験できるわけですよね。それと、

何と言っても地域の方々との交流がそこで生まれ

るわけです。これは、新採の職員にとっては大き

な、今後行政マンとしての財産になっていくんじ

ゃないかなと私は考えるんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） ただいま、公民館のほう

に若い職員をというふうなご意見だったかと思い

ます。 



－177－ 

  確かに若いうちにそういった地元の方々、地域

住民の方々と仕事を通して交流するというふうな

ことは、非常に重要なことだというふうに考えて

おります。 

  そんな中で、先ほども私のほうで答弁させてい

ただきましたが、係長ですけれども、できるだけ

若い係長をというふうなことで近年は配置をして

いるところでございます。 

  そんなところから徐々にやっていければという

ふうに思っておりますし、現在の体制でいきます

と、それ以下の若い職員ということになりますと、

なかなか係長というふうなわけにはいきませんの

で、まずは係長の若いというふうなところから行

っていきたいというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 了解しました。 

  あと、黒磯地区の公民館には、副公民館長、そ

れから公民館運営協力委員さんがいるわけですけ

れども、西那須、塩原にはいません。 

  これは合併以前の体制をそのまましいていると

いうことだとは思うんですが、これらについては

今後どのようにされるのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 今、ご指摘のありました

黒磯地区については副公民館長、また協力委員と

いう方々が各館に10名程度いらっしゃいまして、

それぞれ年間を通していろいろな事業に、側面的

といいますかバックアップをしていただいている

というのが現状でございます。 

  合併して10年を経過するわけでございますが、

やはり地域づくり、公民館活動というのはそれぞ

れの長い歴史の中で培われてきたものというふう

に認識しておりますので、この現在の制度といい

ますか、公民館運営の仕組みについて、市内全域

を統一した形にできればというようなご意見かと

は思うんですが、今申し上げましたように、なか

なかやはり長い歴史の中で培われてきた公民館活

動でございますので、一朝一夕に内容を整理して

市内全域を同じような制度というのは、ちょっと

現時点ではなかなか難しいかなというふうには思

っておりますが、今後検討する部分ではあろうか

というふうには思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 私は、全く今部長が答

弁されたのと逆で、これまでの体制を今後もしっ

かり維持していったほうがそれぞれの地域性があ

っていいんじゃないかということで、もし今後同

じような統一を図っていくということであれば、

ちょっと違うんじゃないですかという思いで今質

問させていただきましたので、考え方としてはわ

かりました。 

  それから、公民館の具体的な取り組みというこ

とで答弁いただきましたが、いろいろな事業が行

われている、特に中学校単位で導入されて、歩け

歩け的な事業がもう今はかなり地域に根差した事

業になっていると、これも大きな成果の一つだと

思います。 

  あと、ことし既に東小屋地区ではスタートしま

したが、地域の見守り活動も今後大きく展開して

いくんじゃないかと、そういった部分での期待を

しております。 

  全国を見ると、さまざまな公民館の運営スタイ

ルというのがあるんですね。ちょっと驚いたのが、

姉妹都市でありますひたちなか市、あそこは公民

館を廃止して、コミュニティに委託をして、指定

管理という形をとっているらしいんですが、それ

で公民館活動のかわりをやっているというような

ところもあるそうです。 

  何と言っても公民館というと、もう有名なのは
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長野の飯田市だと思うんですね。あそこは昭和40

年代に文部省のモデル地区として進んできて、本

当に公民館活動がいろいろな地域の核になって、

いろいろな展開をしているということで、ぜひ那

須塩原市も飯田市の公民館の事業の体制を私はモ

デルとして今後も進めていっていただきたいなと

思います。 

  研究者の間に、飯田市のその公民館事業をテー

マとした飯田研究会というのがあって、その報告

がなされているんですね。 

  ちょっと紹介させていただくと、飯田市型の公

民館制度は、現場主義の仕事を通して飯田市の職

員が獲得した力量について、研究会では―ここ

がおもしろい表現だなと思ったんですが―住民

に巻き込まれる力、これが飯田市の職員にはある

と。 

  その住民に巻き込まれる力とはどういうことか

というと、住民に接近する力、接近する能力を持

っているということを研究者は表現をしておりま

す。 

  本当にすばらしいことだなと思いますので、ぜ

ひ本市にも参考になることだと思いますので、検

討していただければと思います。 

  次に、地域担当職員制度についての再質問をさ

せていただきます。 

  車座談義が導入された際に、那須塩原市におい

ても地域担当職員制度というのが導入になったわ

けですね。現在は廃止になっていますが、これは

検証は行ったんでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 車座談義を廃止する段に、

地域担当職員もあわせて廃止をするということで

決定をさせていただき、ことし３月31日で廃止に

なったということでございまして、その検証とい

うことにつきましては、車座談義とあわせて地域

担当職員のやってきた活動等も確認しながら、今

後の中では自主的な活動が必要であろうというこ

とで廃止をしたというところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） この地域担当職員制度

については、千葉県の習志野市なんかはやはり昭

和40年代から非常に古い歴史を持って、それらを

参考にして導入した全国の自治体がたくさんある

わけです。那須塩原市の地域担当職員も多分そこ

に類似していたんじゃないかなと私は感じていま

す。 

  私が考える地域担当職員というのはどういうも

のかというと、みずから地域貢献をする職員の姿

だと思っています。 

  ですから、例えばお祭り、行事、各種事業の協

力、コミュニティなどでの例えばですけれども資

料づくり、事務的な協力ですね。あと、敬老会な

んかで特技があれば披露をしたり、あと、地域の

協議会等へ参加をすると。 

  単位をコミュニティとした場合には、職員の皆

さんに希望のコミュニティに登録をしていただい

て、今度はコミュニティ側は協力をいただきたい

い事業内容または行事等の日時を公表して、参加

できるものには参加するというような、余り縛り

のない制度にしていけばいいんじゃないかなと。 

  ですから、地域担当職員制度というとかた苦し

いので、例えば地域協力隊制度的なものにしてい

ただいて、強制的なものではないので。とは言っ

ても、登録制にすることによって、より積極的に

参加する方々がふえてくるんじゃないかなと思う

んですが、これらについて、もし所見があればお

願いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（片桐計幸） 職員が地域コミュニティ

等で自主的に活動していくというのは、非常に職

員の資質向上にも役立つだろうというふうに思っ

ているところでございますけれども、ただ、制度

化するとなると、やはり職員がボランティアなの

か公務なのかというところが非常にいつも問題に

なるところでございまして、今、市としては自主

的な活動を推進しているというところでございま

す。 

  コミュニティ等でそういったお声がけを職員に

していただければ、積極的に参画するという職員

は多数いると思います。そんな形で進めていただ

ければなというふうに思います。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 部長答弁の中に、５月

18日付で人見副市長名で、職員の地域活動への積

極的な参加についてということで文書を出したと

いうお話がありました。 

  ちょっと意地悪な言い方をすれば、逆に参加す

る方が少し少ないのかなというような読み方もで

きるわけですね。 

  これからやはり高齢化、そして人口減少という

ことになりますと、地域力を高めるとなれば、や

はりなお一層職員の方々の地域での積極的な活動

というのが望まれます。 

  ぜひとも人見副市長が出された文書に沿った形

で、多くの職員の方々が地域貢献に寄与していた

だくことを求めて、この項の質問を終わります。 

  それでは、続きまして、３、魅力発信の新たな

施策について。 

  人口減少社会の到来に伴い、ますます地域間の

競争が激しくなることが想像されます。 

  本市でも、シティープロモーション課を設置す

るとともに、情報サイト「きらきらホットなすし

おばら」を開設し、本市の魅力発信に力を入れて

います。 

  以下についてお伺いいたします。 

  ⑴結婚する２人にとって、婚姻届を出すことは

生涯の思い出の出来事です。しかし、婚姻届は手

元には残りません。独自の婚姻届をつくり、手元

に残せるサービスを行ってはどうでしょうか。 

  ⑵市民サービスとして、自治体では必ず広報誌

を発行しています。本市の広報誌はことしからロ

ゴが変わりました。また、スマホやタブレットで

も見ることができるよう工夫されています。 

  そこで、本市のＰＲのために、全国広報コンク

ールの最高の賞である内閣総理大臣賞の受賞を目

指し、広報誌づくりに挑戦してはいかがでしょう

か。 

  以上、お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ３の魅力発信の新

たな施策についてお答えを申し上げます。 

  私のほうからは、⑴の独自の婚姻届をつくり、

手元に残せるサービスを行ってはどうかにつきま

してお答えを申し上げます。 

  最近、シティーセールスの一環といたしまして、

オリジナルの婚姻届を作成し、自治体の知名度を

高め、地域が持つさまざまな魅力の発信に役立て

ている市町村があるようでございます。 

  このオリジナルの婚姻届は、既存の届出書の記

入欄外に自然や世界遺産などの絵を配置するなど、

地域の特性を生かしたデザインでつくられており、

手元に残せるサービスということに関しましては、

提出用と２人の記念用と２枚一組として作成する

ものでございます。 

  今後、先進自治体の事例等を研究していきたい

と考えているところでございます。 
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  私からは以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 私から⑵の広報誌づくり

についてお答えをいたします。 

  全国広報コンクールは、県の推薦を得て出品さ

れることとなっておりまして、本市では、職員の

意識・技術の向上及び市のＰＲを目的に、毎年応

募をしております。 

  平成25年のコンクールでは、広報なすしおばら、

平成24年12月20日号が入選いたしました。 

  広報誌の作成に当たっては、読みやすく、親し

みやすい広報誌ということを常に意識しており、

今後は、内閣総理大臣賞を受賞できるよう、紙面

のさらなる充実に取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

 

再開 午後 ３時０４分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 婚姻届の件ですが、先

進事例なんかで言うと、非常に有名になったのが

ピンク色の婚姻届ですね。あと、先ほど答弁いた

だいたように、その地域の特徴的な絵柄が配置を

されたようなオリジナルで作成されているという

例がたくさん見受けられます。 

  ただ、この婚姻届で、何か制限があるんでしょ

うか。その点をちょっとお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 先ほど最初のお答

えの中で、提出用と２人の記念用、２人の記念用

というのは仮の呼び名でございますけれども、そ

ういう２枚一組でということで申し上げましたけ

れども、提出用につきましては、当然それに基づ

いて戸籍事務を処理するというものでございます

から、必要不可欠な事項が全部書けるようになっ

ていないと困ると。法務局の協議をしまして承諾

をもらわなければならないというものでございま

す。 

  ですから、通常は、例の茶色の枠の紙の空いて

いる部分にちょっとした絵を描くとかその程度に

なるのかな、あるいは色地をちょっとかわいらし

い色とかそういうふうなものにするという程度に

なるかと思うんですけれども、もう１枚の２人の

記念用として残すものにつきましては、戸籍事務

上、私どもに提出いただくものではございません

ので、２人の記念として残したい事項が書ければ

いいのかなというところでございますので、通常

お名前とか年月日は当然書かれるでしょうけれど

も、ほかには空いたスペースに２人の写真を張る

ところをつくるとか、そこら辺は自由にできるも

のだというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 最初の答弁で今後研究

をしたいというお話でしたが、今、部長答弁をい

ただいたように、ちょっと考えればすぐにでもで

きるんじゃないかなと思うんですね。 

  要は、どんなデザインにするかというセンスが

問われるのがこのオリジナルの婚姻届じゃないか

なと思いますので、ぜひ進めていただきたいなと

思います。 

  ちょっと話は変わりますけれども、ＮＰＯ法人

の地域活性化支援センターによる「恋人の聖地プ
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ロジェクト」が2006年からスタートしています。

全国の観光地の中で、プロポーズにふさわしいロ

マンチックなスポットを選定しています。 

  この試みは、少子化対策と地域活性化への貢献

をテーマとして、これまで展開されてきた事業で

あります。 

  その選定委員としては、ファッションデザイナ

ーの桂由美さん、それから華道家の假屋崎省吾さ

ん、女優の菊川玲さんなど多数が含まれています。 

  現在、全国に約120カ所の恋人の聖地が選定を

されています。一番人気は、私も行ったことがあ

りますけれども、北海道の愛国駅、幸福駅です。 

  栃木県内にも３カ所あります。その１カ所が我

が市にあるわけですね。もみじ谷大吊橋です。 

  ちなみにあとの２カ所については、那須高原展

望台、そして足利にあります織姫神社となってい

ます。 

  昨年11月に、もみじ谷大吊橋にオオタカのつが

いのモニュメントができました。ことし４月から

は、モニュメントを囲むシンボルフェンスが設置

をされて、そこに絵馬と同じような意味合いの愛

結びの札を結べるようにつくられています。 

  私が６月２日に行った際には、この愛結びの札

が30枚かけられていました。今後これまで以上に

那須塩原市の人気スポットになることを、大いに

私はそれを見て期待をしております。 

  もみじ谷大吊橋でプロポーズをして、那須塩原

市役所に婚姻届を出し、生涯の思い出としての婚

姻届が手元に残れば、すばらしい記念になると思

います。本市のＰＲ効果も大きなものがあると思

います。 

  このようなストーリーづくりに対して、できれ

ば女性のコメントがいただきたいなと思うんです

ね。そうなると、子ども未来部の藤田部長という

ことになるとは思いますが、指名ができませんの

で、藤田は藤田でも違う藤田さんになるかもしれ

ませんが、コメントいただければお願いをいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） では、私のほうか

らは、出生率の向上、子育て支援という視点から

お答えさせていただきます。 

  当然のことながら、恋人の聖地というところで

もみじ谷大吊橋が選ばれているのは、本市として

もとても誇らしいことだと考えます。 

  議員が今おっしゃったように、那須塩原市でプ

ロポーズをして、那須塩原市に婚姻届を出して、

那須塩原市に住んでいただいて出生率につながる、

当然定住促進につながっていくようなトータルし

た施策を考えていくことはとても重要だと思いま

すし、今、女性の立場でという、あえて性別でお

話がありましたが、一個人としもとても夢のある

お話だと思います。 

  当然のことながら、プロポーズをするのは男性

とも限りませんので、プロポーズをする立場の男

性にとっても、ひょっとしてプロポーズをする女

性の立場にとっても、思い出の場所として那須塩

原市というものが胸に刻まれればとてもすばらし

いなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 男性の立場でお話さ

せていただきます。 

  今、子ども未来部長が言われたとおり、私も同

感でございます。 

  そんな中で、私のほうは観光振興という役割を

持っていますので、この恋人の聖地ということで

議員ご指摘のとおり県内３カ所ということからし

ますと、希少性もあります。また、話題性もあり
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ます。 

  こういうものを我々の観光振興の一つの素材と

してさらに磨き上げていくことによって、先ほど

子ども未来部長も言いましたが、来てもらうとこ

ろから交流人口を深めて、それがやがて定住人口

の拡大というところの一助になればいいのかなと

いうふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 両藤田部長から答弁い

ただいてありがとうございます。 

  ぜひせっかくこういった恵まれた素材があるわ

けですから、ストーリー性を持った形で、婚姻届

がその一翼を担えばこの提案もよかったかなと思

いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、次の広報なすしおばらの再質問に移

らせていただきます。 

  最初にも申し上げましたが、ことしから広報な

すしおばら、ロゴが変わりました。この変わった

理由と、それから反響についてまずお伺いしたい

なと思います。 

  それからもう一点は、ことしの３月まで、私、

自治会長をやってまいりました。大体回覧という

と班長さんが回すわけですが、私のところには４

班から私のところに戻ってくるようなシステムに

していました。 

  残念なことに、広報が残ってきてしまうんです

ね。墓穴を掘ってしまうような話になりますが、

議会だよりも同じなんですね。そういったものに

対して、多少なりとも調査をかけたことがあるか、

あわせてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） ロゴタイトルを変えた理

由と反響というところでございますけれども、表

紙というのが一番目につくということで、私、広

報の担当のほうには、表紙にこだわれというよう

なことは常々言っているわけですけれども、合併

から10年が経過するということもあわせて、１月

５日号より、幅広い層の方に読まれ、親しまれる

広報誌となるように変更したというところでござ

います。 

  このロゴ等の変更に関しましては、広報モニタ

ーさんという方がいらっしゃって、広報について

いろいろご意見をいただいているわけですけれど

も、事前にアルファベットの表記というのがいい

んじゃないかというようなお話もいただいており

ました。 

  発行後につきましては、ロゴについては、春は

ピンクとか夏は青、秋はオレンジ、季節ごとに色

を変えると季節感が出ていいんじゃないかという

ような意見、また、高齢者にはちょっとわかりに

くいかもしれないねというような、そんなご意見

もいただいているというところでございます。 

  また、市民の方、自治会長さん等から、変えた

ことは、前のほうがよかったというようなご意見

も正直頂戴しているところでございます。 

  だんだん時間がたつにつれて、なれてくれば親

しみがより湧くのではないかというふうに思って

おります。 

  また、広報が戻ってきてしまうというようなご

意見ですけれども、行政の責務として、市民の皆

さんに伝えなければならないというような記事は

当然記載しているというところでございます。 

  そのほかに、市として何を伝えたいのか、市民

の方が何を伝えてほしいのかというようなことも

的確に捉えて記事をつくっていかなければならな

いだろうというふうに思っております。 

  また、ちょっと時期は忘れましたけれども、昨

年でしたかね、広報に対するアンケート等も市民
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方からいただいております。そういったものを参

考にしながら広報の組み立てを行っているという

ところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 了解しました。 

  答弁の中で、平成25年に広報なすしおばらが入

選を果たしたというお話がありました。 

  その24年12月20日号、私もネットで見ました。

その中には、ちょうどそのときは特集を組んだと

きでしたね。「放射能と暮らす」ということで、

その辺もひとつ授賞理由の話題になったのかなと

いうような気もするんですが、力強い答弁をいた

だいて、今後内閣総理大臣賞をとれるように頑張

るという答弁があったわけですけれども、このコ

ンテストというか、これも中身はたくさんありま

すよね。広報誌の部分であったり、それからウエ

ブサイトであったり、広報企画、あと写真、写真

についても表紙の写真であったり、中の取り込ま

れている写真であったりですね。 

  ですから、ある程度絞っていかないと、結構難

しいんじゃないかなと。賞をとろうと思ったら難

しいんじゃないかなと思うんですね。 

  ことし受賞したのが埼玉県の三芳町のわけです

ね。これはもう表紙に賭けたそうですけれども、

同じ職員が４年間担当してきて、ようやく、よう

やくと言ってもすごいことであるとは思うんです

が、内閣総理大臣賞に輝いたわけですね。 

  そういったことを考えると、本市はどの辺に最

も力を入れて広報づくりを進めていくのかお伺い

をします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） これまで広報をつくって

いく中で、特集を５日号、20日号にはお知らせ的

なものをということで、同じような内容のものが

重ならないようにというような配慮から、そんな

ところも取り組んできたわけですけれども、やは

り市から市民の方に伝えたい情報、いろいろな施

策的なもの等もあろうかと思います。 

  そういったものを特集として組んで市民の方に

お知らせをしていきたいということを主眼として

広報コンクールのほうには提出をしていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） ぜひ内閣総理大臣賞が

受賞できることを願ってこの質問を終わります。 

  それでは、４、那須野巻狩まつりの魅力アップ

のためについて質問をさせていただきます。 

  本年は、合併10周年記念の中で行われる那須野

巻狩まつりも開催が20回を数え、本市を代表する

行事となりました。ことしは例年以上に盛大な祭

りになることを願っています。 

  以下についてお伺いいたします。 

  ⑴那須野巻狩まつりの初日を飾る大将鍋出陣式

は那須塩原駅西口で行われますが、大将鍋を載せ

る山車の汚れが目立ってきました。まつりを後世

に残すためにも、漆の装飾を施すことができない

でしょうか。 

  ⑵まちの代表的な祭りの山車などは、常設の展

示が行われています。現在ある那須塩原駅前の大

将鍋が展示されているあずまやを改築し、大将鍋

の山車も展示できるスペースをつくってはいかが

でしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） それでは、４、那須

野巻狩まつりの魅力アップのための２つのご質問

にお答えさせていただきます。 

  初めに、⑴の山車の漆による装飾についてでご
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ざいますが、この大将鍋を載せます山車につきま

しては、平成13年に東那須野地区ふれあい推進協

議会が製作したものでございます。 

  毎年、巻狩まつり大将鍋出陣式を盛り上げてい

ただき、祭りの幕開けに欠くことのできないもの

となっておりますが、山車の汚れ等の解消、漆の

装飾につきましては、まずは所有者でございます

推進協議会でご検討いただければというふうに考

えております。 

  次に、⑵の大将鍋が展示されているあずまやを

改築し、大将鍋の山車も展示できるスペースをつ

くってはどうかについてお答えいたします。 

  現在、那須塩原駅西口広場にあずまやを設置し、

那須野巻狩大将鍋を展示しておりますが、山車の

展示ということになりますと、山車の腐食、劣化

あるいは安全管理上の問題、さらに西口広場のス

ペースや利活用の問題等、調整すべきところが

多々あるかというふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、山車の所有者は、先

ほどお話ししたとおり東那須野地区ふれあい推進

協議会でございますので、推進協議会の意向とい

ったものを踏まえた上で検討していくことになる

のかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 現在の山車がつくられ

た経緯としては、当初、あの大鍋は担いでいたわ

けですね。鍋の重量と、それからみこしの重量、

合せると実に２ｔということで、もう担ぎ手がみ

んな肩が痛くなってしまってできないということ

で、先ほど部長から答弁をいただいた平成13年に

今の山車を製作したわけです。 

  その製作に関しましては、寄附を集めました。

１戸500円、そのほかに、東那須野は毎年夏に盆

踊りをやっていますので、その盆踊りの中から２

年間少しずつお金を出して、そのほかに当時の行

政のほうから200万円の補助をいただいてつくり

上げたのが現在の山車であります。 

  その山車を製作したときに装飾も一緒にできれ

ば一番よかったと思うんですが、当然予算的なも

のもあって、一部ペンキによる装飾をなんと役員

が行ったという経緯があるんですね。 

  漆塗りに関しましては、昨年見積もりをとって

みようかという話も出たんですが、費用の問題が

あって、そこから進んでいないというのが現状で

あるわけです。 

  当初の那須野巻狩大将鍋出陣まつり―当時は

そう呼んでいました―のときには、運営補助と

して200万円程度いただいていたわけです。現在

は150万円前後いただいているわけですけれども、

ですから運営も大変に厳しい状況を強いられてい

るというのが現状です。 

  ことしは本当に大きな佳節を迎えています。合

併10周年、那須塩原誕生10周年ですので、ぜひと

もこの機会に山車をきれいにしたいと。これは東

那須野地区ふれあい推進協議会の総意です。 

  昨年も、最初に述べましたけれども、そういっ

たことで検討した経緯がございますので、漆とな

ると本当に莫大な費用がかかるかなとは思います

が、漆じゃなくてもいいんじゃないかなと思うん

ですね。ですから、ぜひここは検討していただき

たいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 一歩踏み込んだお答

えをということなんだと思うんです。 

  そんな中で、先ほどもお答えしたとおり、ふれ

あい推進協の皆様方には大将鍋出陣式というよう

なところ全般を取り仕切っていただいていると。

多くの住民の方がかかわる中で、手づくり感あふ
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れる演出あるいは運営というものをしていただい

ているというところは、誠にありがたく感じてい

るところでございます。 

  議員も先ほどお話しいただいたとおり、ことし

は一つの節目、新市誕生10周年、そして巻狩も20

回目を数えるということでございます。 

  これを機に、山車についても少しきれいなもの

にしていきたいという思いについては、地域の総

意だということで、市としても、そこについては

しっかりと受けとめたいというふうに考えており

ます。 

  そんな中で、推進協のほうで、もう少しご検討

いただく中で、漆以外の方法もあるんだと思うん

です。そういうものを検討する中で事務局のほう

にご相談いただければ、事務局としても、予算の

限りという条件がつきますが、考え方に対してご

回答が正式にできるのかなというふうに思ってい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） 部長の温情ある答弁を

いただき、実はふれあい推進協議会の役員会がこ

こ数日中にあります。私も役員ですので、すぐお

話をして要望したいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  それから、もう一点の常設の展示についてとい

うことなんですが、私、以前に大曲、秋田県です

ね、大曲はどっちかというと花火が有名だという

ことがありますけれども、あそこには日本一の綱

引きの綱が、実は駅に展示をされているんですね。

見事なんですね。あのインパクトはちょっと今で

も鮮明に思い出すことができますから、すごいな

と思いました。 

  あそこまでいかないにしても、やはりその那須

塩原市の顔が那須塩原駅ですから、そこの前に大

将鍋の鍋、そして山車が展示されれば、非常に来

た方々にとっては印象深い、「ああ、那須塩原駅

へおりたら、すごい山車があったよね」、それだ

けでも大きな反響を私は呼ぶんじゃないかなと、

そう思います。 

  実は、この件に関しましては、昨年12月にＪＲ

那須塩原駅西口広場に関する要望書ということで、

東那須地区ふれあい推進協議会ということで要望

書を出させていただいています。 

  その中にもただいまの常設展示についての要望

を出してありますので、今後、那須塩原駅前に関

しましては、周辺の地区の再整備計画が立てられ

ますので、そこでの検討というような運びになる

のかなとは思うんですが、その点を再度お伺いし

たいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 議員のほうから私が

答えようとしたことを先にお話しいただいたんで

すけれども、まさに私もそのとおりだと思ってい

ます。 

  後段における手戻りとかそういうことを考える

と、要はこの地区の西口周辺地区に関しては、も

う要は整備をするということが市として決定して

いることでございますので、その整備に当たって

は、必ず地域の皆さん方、推進協の代表の方、あ

るいは近接の商店街の方、そばに住まわれている

方々からご意見を聞く中で計画を策定していくと

いうことになりますので、そういう場でこの件に

ついても議論していくことがタイミング的にもベ

ターなのかなと、後段の手戻りも考えてそういう

ふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） そういった流れが一番
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妥当なのかなと思います。 

  これは私、以前からすごく感じていたことなん

ですが、那須野巻狩まつりは２日間行われている

わけですね。先ほど来ありますように、出陣式、

そして本祭りとなっているわけですけれども、ど

こか違った祭りのような、これまでイメージを持

ってきました。 

  先ほども言いましたけれども、まず名前自体が

違いました。「那須野巻狩大将鍋出陣まつり」と

名前がついていたんですね。もう一つ、「那須野

巻狩まつり」と、今度は２日目は名前がつくわけ

ですよね。横断幕まであるわけです。ですから、

一体感が生まれていなかったというのがこれまで

のこの祭りの形態だと思うんです。 

  じゃ、祭りの一体感をどうやって醸成していく

か、つくり上げていくかということは、これはこ

の山車を本祭りに持っていけばいいんだと思うん

ですよ。２日目に。あの山車をですね。 

  実は、去年もその話が出ました。初日の出陣式

の後に、みんなで河畔公園まで引っ張っていけば

と。でも、それは無理だよという話になったもの

ですから、そこは頓挫してしまったんですけれど

も。あの山車が本祭りに入ってくれば、すごくイ

ンパクトがあって、集まられる方々も大変に喜ん

でいただけるんじゃないかなと思います。 

  その際には、先ほども言ったように、やはりち

ょっときれいにしないといけませんから、装飾が

必要だと思うんですね。 

  その辺について、このまつりの一体感として考

えた場合に、今の提案をどう受けとめますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 山車を本祭りのほう

に持っていくというところの中で、前夜祭的な大

将鍋出陣式と本祭りのストーリー性というもの、

一体感というものをつくっていくというようなご

提案だと思うんですけれども、それも一つの考え

方だと思っています。 

  そんな中で、我々はどう考えておるかというこ

とでございますが、まず、山車を展示するという

ことに関しては、一つの提案として、先ほど来お

話ししているところでございますが、市がまず考

える話としましては、本祭りとあとは前夜祭的な

大将鍋の出陣式、そういうものも含めて、あとは

祭りの今まで20回という歴史を踏んできています

ので、そういう歴史も含めて祭りのいわれ、さら

には祭りというものが内外に要はＰＲする部分の

ところを、専用のブースなんかを設置してＰＲし

ていくこともひとつあるのかなというふうに思っ

ています。 

  いずれにしましても、山車を要は本祭り会場に

持っていくという話については、一つの提案とし

て受けとめさせていただくということで、この場

では今後の検討ということでご回答させていただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 17番、吉成伸一議員。 

○１７番（吉成伸一議員） ぜひ検討していただき

たいと思います。 

  大将鍋で実際に鍋をつくりますからね。2,000

食から鍋をあれでつくるということですから。あ

れが展示されてしまうと、2,000食どうするのと

うという話にもつながりますので、その辺をどう

いうふうにクリアしていくかという問題はあると

は思いますが、やはり山車があそこに飾られる、

一番いいのは山車を引き回すのが一番理想だと思

いますが、そういった形をとれば、本当の意味で

の那須野巻狩まつりになるんじゃないかなと期待

をしております。 

  ことしの那須野巻狩まつりが天候に恵まれて、
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盛会の中で行われることをご祈念申し上げまして、

私の一般質問を終わりたいと思います。大変にあ

りがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、17番、吉成伸一

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、18番、金子哲也議

員。 

○１８番（金子哲也議員） 18番、金子哲也です。 

  １番、社会教育について。 

  ３月議会において、学校教育についてという質

問で、読書教育、パイプオルガンによる音楽教育、

馬との触れ合い体験教育など、学校における情操

教育の必要性を尋ねました。 

  また、未来に向けての子どもたちに、モラルを

重視したマナー教育ができないかをお伺いいたし

ました。 

  今回は、それらのことを大人社会に向けてでき

ないかをお尋ねしたいと思います。 

  ⑴当市の美術・芸術に関して、20年、30年先を

見据えての考えをお伺いいたします。 

  ①那須野が原博物館、日新の館において、科学、

歴史、博物の分野以外での美術・芸術の分野での

今後のあり方、方針、意気込みをお伺いいたしま

す。 

  ②当市の美術品の収集、収蔵について、長期的

にどのように考えているかをお伺いいたします。 

  ③市民の間においては、美術活動がとても盛ん

になってきています。市民のための美術品展示場

ができないか、先に向けての考えをお伺いいたし

ます。 

  ⑵マナー教育に関しては、学校においては道徳

の授業を中心にしつけやマナーを学ばせていくと

思われますが、一般市民に対する教育は難しいの

が現状と思われます。 

  ①市としては、社会生活・文化の向上に向けて、

どのようにしてマナーの向上推進を図っていける

か、また、どの部署が担当できるかをお伺いいた

します。 

  ②市民の手本となるべき市役所内における職員

のマナー向上教育について、市としての考えをお

聞かせください。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） １の社会教育について、

私のほうからは⑴と⑵の①についてお答えをいた

します。 

  初めに、⑴の①の美術、芸術の分野での今後の

あり方、方針、意気込みについてお答をいたしま

す。 

  那須野が原博物館におきましては、地学、植物、

昆虫、昆虫以外の動物、歴史、考古、民俗、美術、

文学の９分野を対象として、資料の収集から展示、

また講座活動を行っております。 

  美術、芸術はその一分野でありますが、市民の

文化意識の醸成のためには、美術、芸術に触れる

機会や発表の場の提供は重要でありますので、積

極的に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

  特に美術の分野につきましては、子どもたちの

想像の源となるものと考えております。美術を通

して、自由な発想や多様な表現などアートに親し

んでもらうための事業を展開いたしたいと考えて

おります。 

  日新の館につきましては、地元の高久靄崖や峰



－188－ 

村北山等を継続して展示してまいりたいというふ

うに考えております。 

  次に、②の美術品の収集、収蔵についての長期

的な考えについてお答えをいたします。 

  本市の美術品の収集については、郷土出身の作

家、その作品及び関連作家の作品を収集の対象と

しております。 

  すぐれた地域の芸術文化を中心に、作品の収集、

収蔵に努めてまいりたいと考えております。 

  なお、平成28年度には、屋外収蔵庫の増設も予

定しているところでございます。 

  次に、③の市民のための美術品展示場ができな

いかという、先に向けての考えについてお答えを

いたします。 

  那須野が原博物館におきましては、これまでも

企画展等を通してすぐれた美術品の展示を行って

きているところで、継続して実施してまいりたい

というふうに考えております。 

  また、市民が制作した作品の展示場所としては、

那須野が原ハーモニーホールを中心に、那須野が

原博物館、各公民館での展示が可能であります。 

  市民のニーズに応えられるものと考えておりま

すので、現在のところ新たに美術品の展示場とい

うものをつくる考えはございません。 

  続きまして、⑵の①、どのようにしてマナー向

上推進を図っていけるか、また、どの部署が担当

できるかについてお答えいたします。 

  大人社会におけるマナーにつきましては、本来

個人に委ねられるものであるというふうに考えて

おります。 

  しかしながら、社会生活・文化の向上に向けて

のマナーの向上推進につきましては、社会状況の

変化と柔軟かつ適切に対応する必要があると思っ

ております。 

  例えば交通マナーについては生活課において、

ごみの分別マナーについては環境対策課というよ

うに、内容により市の担当の各部署において対応

しているというのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 総務部長。 

○総務部長（和久 強） 続きまして、私のほうか

らは、⑵の②、市役所内における職員のマナー向

上教育についてお答えいたします。 

  職員のマナー向上教育につきましては、その一

環としまして接遇研修を計画的に実施しており、

全ての職員が在職年数に応じまして定期的に受講

をしているところでございます。 

  具体的には、新規採用職員研修の中で窓口対応

あるいは電話応対などの接遇の基本を学びまして、

採用２年目以降においても接客応対セミナーある

いは接遇レベルアップ講座を受講するほか、中堅

職員におきましてはコミュニケーションスキルア

ップ研修によりまして、職員一人一人がマナーの

向上に努めているところでございます。 

  また、毎年２回実施しております人事評価の姿

勢・適正評価におきまして、社会人としての基本

的なマナーはきちんとできているかという着眼点

を評価項目としまして設置しておりまして、その

評価結果を評価者と被評価者との面談によりまし

てフィードバックするというようなことをやって

おります。そんな中で職員のマナー向上につなげ

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） まず、３月議会の一般

質問で、学校教育の中で取り入れてほしいという

ことでお尋ねしました。その一つ、読書教育につ

いて尋ねましたが、その後、５月12日の下野新聞

によると、西那須野図書館が子どもの読書活動優

秀実践図書館として文部大臣表彰を受けたとの報
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道がありました。 

  赤ちゃん絵本の紹介とか小中学生対象のお薦め

本紹介とか、また読み聞かせ活動などが認められ

たそうです。本当にこれはうれしいことです。 

  なお、この６月７日のやはり下野新聞の第１面

に出ました柳田邦男氏の「読書推進」の中で、

「携帯やスマホ、タブレットなどに振り回されが

ちな時代に、よほど意識して読み聞かせや読書の

時間を大切にしないと、心の発達の機会を失って

しまうおそれがある」と書かれて、「自治体の長

の意識と決断が大きく影響する」とありました。

市長に大いに期待したいところであります。 

  また、パイプオルガンによる情操教育をという

質問についても、この２週間ほど、個人的にでは

ありますが、ドイツ、オーストリアの教会を中心

にパイプオルガンを聞き回ってまいりましたが、

その神々しい響きを子どもたちに触れさせること

で、その響きを心の中にしみ込ませ、精神と肉体

に伝え、静かに物を考える時間をつくり出すとい

う体験を存分に実践してまいりましたが、これを

ぜひ教育に生かしていってもらいたいと思いまし

た。 

  もう一つの質問で、馬との触れ合い教育という

ことで質問しましたが、７月１日から始まるホー

スガーデンの運用もさることながら、この６月５

日、６日、７日と３日間にわたって、すぐその近

くの那須トレーニングファームにおいて、全国馬

術大会が開催されます。 

  全国から二百数十頭の馬が集まって、世界大会

の候補者選びやオリンピック候補の選択に通じる

大きな大会であるということを知ってびっくりし

ました。 

  那須塩原市はこんなすごい馬術大会のできるま

ちであったのかと、今さら勉強不足を実感しまし

た。 

  ７月１日からのホースガーデン開幕に拍車をか

けます。こんなすごい馬術大会がこの市内で行わ

れるのは、市民はほとんど知らないのではないで

しょうか。それがとても残念だと思います。 

  さて、前置きはそれぐらいにして、再質問に移

ります。 

  まず、美術、芸術に関して、20年、30年の先を

見据えてということで、ただいまの答弁で、子ど

もたちを中心に想像の源をつくっていくと。それ

から、アートを積極的に展開していくという答弁

がありました。 

  それから、日新の館についても、郷土の作家を

中心に展開していくということであります。 

  日新の館の展示について、本当にすごくいいも

のを展示して、いつも楽しみにしているんですが、

いかんせんお客さんが少ないんですね。 

  高久靄崖もしょっちゅう展示してくれているし、

それから先日は峰村北山、そして人形展、こうい

うものを展開してくれているわけなんですけれど

も、友達を連れてそこへ案内すると、「えっ、こ

んなところに、こんなすごいのがあったの」、そ

して「こんなすごいものを展示しているの」と、

本当にみんな喜んでくれるんですけれども、ほと

んどの人があそこでそういうものをやっていると

いうことを知らないんですね。 

  これ、何とかもっとお客を呼ぶような、そうい

うことができないか。あんなにすばらしいことを

やっていながら、何で来ないのか、もう不思議で

仕方がないんですけれども、私は、できるだけ友

達、それから絵のグループ、そういうところへ宣

伝をしながら連れていこうとしているんですけれ

ども、なかなかね。やはりちょっと遠いところに

あるものですから、お客さんが少ない。 

  ぜひともこれ、何とかＰＲに一工夫できないか、

それをお伺いいたします。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） すばらしい作品が展示さ

れていても見に来られる方が少ない、ＰＲに工夫

をということでございますが、那須野が原博物館

につきまして、こういったパンフレットをつくり

ながら、毎年、年間のスケジュールを市民の方を

初め多くの方に見ていただければということで配

布をしている。また、広報等でももちろん企画展

等はＰＲをしているんですが、結果としてこちら

で期待するほどの市民の方の集まりがないという

のも確かにそのとおりの部分があろうかと思いま

すので、いかに内容を伝えられるか、より工夫を

して今後検討していきたいというふうに考えてい

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） そのパンフレットはあ

るんですが、なかなかそのパンフレットを見てく

れないんですね。それから、広報にでもちょっと

小さく出ていたりしても、なかなかそこまで細か

く見てくれない。 

  これは、やっぱり何かもっと工夫をしないと。

それで、ほかのよその美術館なり、それからそう

いうところでどういう工夫がなされているか、そ

ういうものをやっぱり調査する必要があると思う

んですね。 

  それで、少なくとも今の10倍ぐらいの人が来て

もいいんじゃないかと。本当にもしかしたら１日

誰も来ない日が何日もあるんじゃないかというふ

うな気もしないでもないので、これ、ぜひこんな

すばらしいものがあるのに、もう本当にもったい

なくて、何とかそれを見ることによって市民の文

化・芸術レベルがすごく上がると思うので、その

辺の工夫をお願いいたします。 

  次に、美術品の収蔵、それから収集、それにつ

いてですが、郷土出身の作家を中心にということ

ですけれども、必ずしもそれに限らず、それはも

ちろんですけれども、それに限らず、もっと長期

的に、そして、しかもそれをもっともっと検討し

て、30年後までにはこういう傾向のこういうもの

を収集していこうというふうな、そういうもっと

工夫、研究、そういうものが必要じゃないかなと

思うんですね。 

  那須塩原市も、30年後も50年後も100年後も、

これは残っていくと思うんですよね。そのために

は、本当に長期的にそういうことを美術愛好家な

り、それからそういう人で集まって、将来の那須

塩原市の芸術文化について検討していってもらい

たいと思うんですね。 

  先日の君島議員の代表質問の中でも、美術品が

853点の収蔵があったり、評価額では１億4,600万

ですか、という評価が出ていましたけれども、こ

の数字は必ずしも多いとは思われませんですよね。

その中で、目玉となる美術品が何であるか、それ

をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 先日の答弁の中で、点数、

またその評価額といいますか、出ております。 

  その中で目玉となるものということでございま

すが、現在、博物館の収蔵、収集に関する考え方

としては、まず地元にゆかりのある方々のを計画

的に集めましょうということでここ数年進めてき

ているところでございます。 

  そういった中で、現在市が保有している美術品

の中で目玉ということになると、それぞれ視点が

あるかと思いますが、例えば評価額等で見てみま

すと、高橋由一氏の油絵なんかは相当の金額に評

価をされておりますし、南庄作氏の彫刻、また高

久靄崖氏の掛け軸などが本市の収蔵する美術品等
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の中では一定の評価がされるものかなというふう

には考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） そうですね、よく靄崖

にしても由一にしても、それから南庄作の作品に

しても那須塩原市では展示されているわけですけ

れども、言ってしまえば、この３つがほとんど今

までずっと展示されて、これはこれですばらしい

んですけれども、そこから一歩出ていかないとい

う感じもしないでもないんですね。 

  それだけでとどまっていていいのかなという感

じもするわけなんですけれども、ずっと以前に、

山梨美術館がミレーの作品を、これは三、四十年

前になるんですけれども、あのころ３億円ぐらい

で購入したんですね。そして世間からさんざんた

たかれたんです。私もまだ若いころでしたけれど

も、そういうことがありました。 

  しかし、今やどうでしょう。山梨はそれによっ

て、あんな田舎町であるにもかかわらず、日本全

国で今もって、美術をもって「文化の山梨」の名

をとどろかせているんですね。今思えば、本当に

安い買い物だったなと思います。 

  我が那須塩原市も、10年、20年、30年先を見据

えて、本当に計画的に美術品のある程度の収集、

そして、その収集もただばらばらにじゃなくて、

本当にある一定の目標を持って収集をしていくべ

きだと思います。 

  それこそ何億とは言わないけれども、せめて毎

年最低500万くらいの予算を組んで、着々と進ん

でいけば、20年、30年後には相当まとまった美術

収集になると思われます。 

  美術文化にぜひ目を向けて、美術文化のレベル

の向上をぜひ目指してもらいたいなと思いますけ

れども、それについてはどうでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 美術文化ということで、

やはり貴重なものというふうに、大切なものとい

うふうに私どもも理解はしております。 

  議員おっしゃられる毎年500万程度の予算を計

上して、10年、20年というようなお話でしたが、

なかなかそこまではいきませんが、300万弱の予

算を毎年現在は計上しているわけですが、そうい

った中で計画的に一つの方針を持って今、収集を

しておりますし、今後もう一歩踏み出してという

ようなお話もございましたが、博物館協議会の各

委員の先生方とも今後相談をしながら、いろいろ

な意見をいただきながら、そちらについても検討

をしていければというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） よろしくお願いします。 

  それには、博物館のスタッフ、人的充足という

ことも考えていく必要があると考えます。 

  那須塩原市の文化の最大の心臓部の一つである

那須野が原博物館を、毎年少しずつよいものにし

ていくという努力が必要だと思うんですね。 

  ただただ同じ水準でずっと流れていくのは、少

しずつ下がっていくということも言えるぐらいで、

やはりみんなで努力して、ぜひ向上していくよう

に、毎年少しずつその博物館が「ああ、よくなっ

ていく、よくなっていく」というふうに、ぜひ考

えていってもらいたいと思います。 

  次に、③の展示場ができないかということで、

今のところハーモニーホールの展示場があるので

考えていないということだったんですけれども、

市民のための美術展示場については、市民が使い

やすくて見に行きやすい、これがまず非常に重要

なんですね。 

  やはりこれだけ那須塩原市も合併して広くなっ
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たものですから、黒磯に１カ所、西那須に１カ所

はどうしても必要だというふうに思われます。 

  美術館を建てるなんていうと、それはなかなか

そんなにできないことなんですけれども、市民の

美術品が展示できるというスペースはそんなに難

しい問題ではないと思うんですね。 

  そして、今、市民から声が上がっているのが、

西那須野では三島ホールのホワイエを何とか少し

改造して、移動式のつい立てを利用したり、それ

から照明をちょっと加えれば、比較的簡単にでき

ると思われます。本当にそれは、あちこちの美術

愛好家から私のところへも、ぜひそれを要望して

くれという声が幾度も聞こえてきています。 

  そしてまた、黒磯地区では、このたびの駅周辺

の整備に便乗して、美術展示のスペースがうまく

利用できたらなと思っているんですが、それ以外

にも適当な場所があればお伺いしたいのですけれ

ども。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 市民の作品の展示スペー

スということで、これまでの経過、実績等をちょ

っと調べてはみたんですが、過去におきましては、

三島ホールにおいても、ちょうど震災のあったと

きなんですが、マザーテレサ展ということで、写

真展ではあるんですが、そういったものを実施し

ていたということでございます。 

  ただ、今ご質問にあったように、構造的な問題、

特に照明の関係であるとかそういったところがご

ざいますので、現時点ではなかなか開催ができて

いないというような状況になっているのが一つで

ございます。 

  そのほか、博物館のエントランスホールの中で

も、これまでやはり絵画、水墨画、例えばパッチ

ワークとか、いろいろな作品を展示しておりまし

て、合併以降ですと、37回ほど実施はしていると

いうような状況でございます。 

  そういった中で、新たに展示がということでご

ざいますが、三島ホールについてはただいま申し

上げたような構造上の問題等があります。 

  西那須野地区では三島ホール、黒磯地区では今

回検討している図書館、またはほかにかわるもの

ということでございますが、今後検討する中で、

黒磯文化会館のギャラリーホールがございます。

もしそちらに展示ということが可能であれば、相

当のスペースもございますので、展示されている

ものの安全管理、保護、そういったものも検討し

ながら、今後できるかどうか、館の管理者とも調

整をしてみたいというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） 黒磯文化会館が使えれ

ば、あれもちょっと工夫は必要ですけれども、や

っぱり市民の美術愛好家が今、非常に盛んになっ

ていますので、そういう場所を提供できればすば

らしいなと思います。 

  三島ホールもやはり同じく前向きに検討してい

ただければと思います。 

  行政がこの地域の美術界の現況をどのくらいつ

かんでいるか、今はもうハーモニーホールで開か

れている原野展、今開催中なんですけれども、こ

れについては行政はどのように関与をしてどうい

うふうな形でやっているのか、官民が協力し合っ

て、芸術文化の向上をどのように図っていけるか、

これについてちょっとお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ハーモニーホールで現在

行われております原野展については、ことしで20

回目ということで、ハーモニーホールができて、

財団が現在管理しているわけなんですが、その財
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団の演劇とか音楽発表以外にも、やはりそういっ

た美術とかそういったものの展示を行うことで、

市民への美術に関する啓発といいますか周知を行

っているということで、市としては、やはり財団

の運営について一定の負担金を拠出しながら、年

間の事業計画等も定例の理事会等で確認をとりな

がら行っておりますので、ハーモニーホールの今

後の運営、特に美術の展示等については、連絡を

とり連携を図りながら、これまで同様進めていき

たいというふうには考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） ぜひ市民と一緒に、や

はりホールのほうもそうですけれども、文化振興

係のほうでも一緒になってやってもらいたいと。 

  この４月、５月に、宇都宮で安田靫彦のすごい

展覧会があったんですね。それと、小倉遊亀。 

  安田靫彦といえば、昭和における日本画の最高

位の画家ですね。そして、小倉遊亀は女流画家の

ナンバーワンということで、めったに見られない、

それもたくさんの作品が並べられて、大きな展覧

会だったんですね。 

  例えばこういうような展覧会を、博物館主導な

り、それから文化振興係主導なりで、例えば市民

と一緒に見学鑑賞ツアーをやろうとか、市民のた

めにそういうことを開いていくということをやっ

ていったら、もう市民と、それからそういう博物

館なり、それから日新の館なり、そういうところ

が非常に結びついて親しくなっていくんじゃない

かということも考えられます。 

  そういうところで説明・解説をしながら、そう

いうところへ一緒に連れていくと。そして、絵画

ファンとの対話をしていくと。そういう事業も非

常に大切なのではないかなと思っています。そん

なこともこれから考えられないかどうかお伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 絵画ファン、絵画愛好家

の方々をそういった有名な作家の方の展示場、展

示会に一緒に行くような仕組みづくりとかそうい

ったことの質問だと思いますが、現在、文化協会

の中にもそういった絵画に親しむサークルが相当

数ございます。会員数にしても200名は超えてい

るというようなことを聞いておりますので、そう

いった方々の意向等も踏まえ、文化協会との調整

も必要になるかと思うんですが、今後そういうよ

うな機会が望まれる、そういう要望が相当あると

いうことであれば、検討していく一つになるかな

というふうに思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） そういうことで、ぜひ

積極的にやってほしいということで、この⑴のほ

うは終わりにします。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０４分 

 

再開 午後 ４時１３分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） 次に、⑵のマナー教育

に関しての質問に移ります。 

  答弁がありました。定住促進、住みたいまちづ

くりの目標に向かって、市民のモラルとマナーの

向上はとても大切な要素の一つと考えられます。 

  これをどうやって一般市民に向かって、大人に

向かって伝えていくか、指導していくか、とても
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難しいことだと思います。 

  しかし、今やらなければならない課題でもあり

ます。市は、モラル、マナーの向上宣言、「マナ

ーを向上しよう」という向上宣言をしたらどうで

しょうか。 

  まず、市役所職員が模範となって、市民に示し

ていくことから始めませんかね。「まず隗より始

めよ」ですね。議員に言われる筋合いではないと

言われそうですけれども、議員も当然それに取り

組むべきで、議員は一番襟を正さなければならな

い立場であると思います。 

  ５月21日の議会報告会の折にも、議員に対する

不満の声、不信の声がたくさん聞かれました。投

票率が低くなるのは当たり前のように言われてし

まいました。市民に信頼される議会、信頼される

議員になることが最初に必要なことだと思います。 

  そこで、モラル、マナーのエキスパートをお呼

びして、徹底した講習をやったらどうだろうか。 

  先ほどの答弁でも、本当にたくさんの研修、そ

れからいろいろな形でスキルアップ向上のために

とかいろいろやっているんだよと。本当に「ああ、

それはよくやっているな」と思いましたけれども、

さらにエキスパートに来てもらって、徹底した講

習というものをやって、なるほどと、やっぱりみ

んなが感心するようなことをぜひやってもらえた

らいいなと。そして、市長のモラル、マナーに対

する意識と決断をぜひとも期待したいと思ってお

ります。そういうことができないかお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 専門家をお呼びしてもっ

ともっと研修をしたほうがいいんじゃないかとい

うふうなご意見かと思います。 

  先ほども答弁をさせていただきましたように、

本当に入りたてから、何年かたった後、それから

中堅になってからというような、各段階で接遇の

研修というものは実際やっているわけでありまし

て、そんなところで、ただスペシャリストという

ふうなことで、もちろんその講師、先生につきま

してはスペシャリストというふうなことでお呼び

して研修をしていただいているわけでありますけ

れども、いろいろなやり方はあるのではないかと

思うんです。 

  実際にその専門家にしてもらった実際の仕事の

中で、そういったものを見せてもらうと、それを

見るというふうなことも非常に有効なことだろう

とは思います。 

  ただ、それをやるには、やはりその先生、講師

につきましても、仕事内容を理解して、自分でも

仕事をやってもらうというようなことになろうか

と思いますので、なかなか難しいところがあるか

と思います。 

  そんなことから考えますと、これからの研究と

いうようなことになると思いますが、例えば、実

際に、じゃ、どういうふうに窓口で、例えばの話

ですが、その職員がお客さん対して応対をしてい

るのか、それをそのエキスパートの目で見て、そ

れを評価していろいろ指導をするとか、そういっ

たやり方はいろいろあるんじゃないかと思います

ので、そういった点で今後研究をしていきたいと

いうふうに考えます。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） ここ２週間ほど、私、

６月３日まで、ドイツとオーストリアとずっと回

ってきたんですけれども、やはり向こうのモラル、

マナーのよさというのは、もう本当にただそのま

ちを歩いているだけでも非常に感じさせられます

ね。 

  そして、我々もよくあちこち研修に行くわけで

すけれども、それで「ああ、ここは大したことは
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ないな」という役所と、それから「ああ、ここは

すごくマナーに気をつけているな」という気持ち

のいい市役所、そういうところ、本当に違いが感

じられますけれども、これから先々、今すぐとい

うわけにいかないけれども、これから先々、「本

当に那須塩原市、ああ、マナーがいいな」と、

「役所もいいな」と、しかも「ああ、市民もいい

な」というふうに、せめて10年後、20年後にはよ

くなるように、ぜひみんなで考えていってもらえ

ればありがたいと思います。 

  これでマナーのほうは終わりにして、次に、２

番の子どもの貧困にどう取り組んでいくかという

ことで、子どもの貧困が今、大きな社会問題にな

ています。国も動き始めていますが、地方自治体

が直接取り組まなければならない、せっぱ詰まっ

た問題となっています。 

  少子化問題、シングルマザーよる子育て環境問

題、女性の仕事と家庭の考え方と両立の問題、こ

れらの問題は、当市の目指している定住促進や住

みたいまちづくりに直接的にかかわってくる問題

であると思われます。 

  子ども未来部をいち早く立ち上げて、子育て支

援課を置いて、子ども・子育て総合センターを配

置して、これからの取り組みが本当に期待されま

す。 

  そこで、お伺いいたします。 

  ⑴子どもの貧困について、当市の現状をどう捉

えていますか。 

  ⑵見えにくい子どもの貧困の声をどのように察

知して、どのように手を差し伸べていきますか。 

  ⑶那須塩原市において、子どもの貧困ゼロを目

指して、体制づくりができませんかをお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 金子議員の質問にお答えを

させていただきます。 

  この子どもの貧困問題でございますが、これに

ついては極めて重大な関心を持って、今、取り組

みをさせていただいております。 

  当市の現状をどう捉えているかについて、まず

お答えをいたします。 

  子どもの貧困対策は、子どもの貧困の実態を適

切に把握した上で施策を推進していく必要があり

ますが、本市における実態把握は、必ずしも十分

ではない状況にあります。 

  平成26年８月に閣議決定された子どもの貧困対

策に関する大綱においても、今後の対策推進に資

するよう、子どもの貧困に関する調査研究に取り

組むとされていることから、本市としても、国あ

るいは県の動向を注視しながら、適切な実態把握

に努めていきたいと現段階では考えております。 

  また、見えにくい子どもの貧困の声をどのよう

に察知して、どのように手を差し伸べていくかに

ついてもお答えいたします。 

  子どもの貧困は、単なる経済的困窮によるもの

だけではなく、虐待やＤＶなどのさまざまな要因

が複合的に絡み合っている場合が考えられており

ます。 

  特に、就学児に対しては、教育部で配置してい

るスクールソーシャルワーカーを活用し、子ども

未来部と教育部の連携のもと、貧困の実態把握に

努めたいと考えております。 

  貧困状態にある子どもや子育て家庭が社会的に

孤立することのないよう、行政や関係団体が連携

し、貧困対策に関する調査、情報収集等に努める

とともに、教育の支援、生活の支援、保護者に対

する就労の支援、経済的支援を総合的に進めてい

きたいと考えております。 
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  那須塩原市において、子どもの貧困ゼロを目指

して体制づくりができないかという質問について

もお答えいたしますが、本市の現状についてお答

えしたとおり、まずは子どもの貧困の実態を適切

に把握し、精査した上で、体制整備を含めた施策

の推進に努めてまいりたいと考えております。 

  このスクールソーシャルワーカー、県では、各

教育７事務所に１人ずつ去年まで配置されており

ましたが、ことし３名で県全体で10名、県北、県

央、県南に、加配というのではありませんが、10

名おります。 

  また、市町村では、もうごく限られた市町村に

しか、このスクールソーシャルワーカーが配置さ

れておりません。 

  私としては、そういう珍しいとかどうこうでは

なくて、やっぱりスクールソーシャルワーカーが

真に力を発揮するためには、各地域から集まる情

報を集計してお話を聞くだけではこれはだめです

よと。これは、お話を聞いたら関係者に出向いて、

そして会って、問題の解決に個別に突っ込んでい

くといいますか、こういう仕組みがいるだけでは

だめで、つくらないとだめと。 

  こういうことがあって、現在、子ども部、また

教育委員会に対しましては、訪問をする場合には

社会福祉士、これはほとんど女性が多いものです

から、１人じゃ訪問できないだろうと、こういう

こともあって、来年度以降、早急に複数のスクー

ルソーシャルワーカーを何とか配置してくれない

かと、こういうことで現在協議をしております。 

  「何とか配置」というのも変な言い方、幾らで

も雇用すれば配置できるんじゃないのと言っても、

これ、相手がいないんですよ。スクールソーシャ

ルワーカーの資格を持ったそういう人を探すとい

うのは、現在非常に難しい状況になっております

ので、そういう点を克服できれば、早い機会に複

数体制の仕組みを構築したいと、こういうことで、

本当に顔を合せればこの問題等について、子ども

未来部、教育長などとは会話を重ねている、そん

な段階でございます。 

  以上で第１回目の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） さすがに子ども未来部

をいち早くつくって、そして子ども・子育て総合

センターをということでやっているだけあって、

いろいろ考えて、その一生懸命さが伝わってくる

わけです。 

  しかし、子どもの貧困は、それでもどんどんや

っていっても漏れてしまったり間に合わなかった

り、本当に大変な現状だと考えられます。 

  そして、しかもこれは那須塩原市、この一つの

自治体だけで解決することじゃなくて、やはり例

えば県の児童相談所、こういうところとタイアッ

プしながらやっていかないと、なかなか自治体だ

けでは難しい問題もたくさんあるし、そういうこ

とで、今答弁にありましたように、スクールソー

シャルワーカー、社会福祉士、そういうものもど

んどんできるだけ多く取りつけてそれでやってい

くというその情熱に、本当にありがたいなと思い

ました。 

  今度、子ども未来部の中にできた子ども・子育

て総合センターが配置されているわけですけれど

も、子どもの貧困に向き合う姿勢がいよいよ本当

に本格的になっているんですけれども、そのセン

ターの仕事の内容と範囲というか、それからスタ

ッフ、その状況、体制についてちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 子ども・子育て総

合センター、本年４月から新たに設立された部署
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でございます。 

  今までも、いきいきふれあいセンターの２階に

子育てセンター、現在も引き続きございます。 

  それから、子ども課のところに所属しておりま

した職員等が一つのところに集まったという形な

んですけれども、主な業務ということですので、

主な業務としましては、今までにもやっていた業

務でございますが、子育てに関する全般的な相談

を受ける子育てサロンを行ったりとか、あとは要

支援児と申しますか、貧困とかいろいろな困り感

を抱えているご家庭、子どもさんの対応をすると

いうところと、あとは母子父子自立支援、それか

ら発達支援ですね、そういうものを一つにまとめ

て業務を行っているところです。 

  当然のことながら、いわゆるＤＶや虐待に関す

る情報も集めて、それに対して的確に関係部署と

連絡をとりながら、当然その連絡をとる箇所につ

いては児童相談所へ、教育部もございます、そう

いうところと連絡をとりながら、本当に日々忙し

く活動しているというのが実態で、所長、副所長、

それから事務職も含めまして、あとは非常勤で、

今までもおりましたが、家庭相談員の方、それか

ら婦人相談員兼母子父子自立支援員の方々とか、

そのほか臨時の方、非常勤の方、いろいろな相談

に応じる形がとれるようにということで、そのセ

ンターはそういう体制で行っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） 今、ちょっと聞き逃し

ちゃったんですけれども、何人ぐらいの体制でや

っているわけですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 臨時職員も含める

と実は二十数名いて、それが常勤ではないんです

ね。ケースによっていろいろ変わりますので、30

名弱、20名以上という形になります。 

  すみません、的確な数字を今すぐ申し上げられ

なくて、申しわけございません。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） 前にもいきふれのほう

でやっていたわけですけれども、今度、西那須野

支所のほうへ移って、そして多分全部まとまった

のかなと思うんですが、雰囲気が全然違うという

か、もう何となくやる気満々のそういう雰囲気が

伝わってくるような状況で、非常に頼もしいと思

っているんです。 

  それで、もう本当にこれから期待できると思う

んですけれども、子どもの貧困については、ヨー

ロッパでは日本より30年前から取り組んでいると

いうことです。子どもの貧困は、大人になってか

らの健康に大きく影響してくるということです。

もちろん犯罪や家庭崩壊の連鎖にもつながりかね

ないと。 

  今、ほかの人のことを考える余裕がなくなりつ

つある日本の社会では、それこそ見えにくい子ど

もの貧困をいち早く察知して、手を差し伸べなけ

ればならないかなということを感じます。 

  今、子どもに対する要支援・援護事業が行われ

ていますが、これからはそれが徐々に拡大してい

くのじゃないかなというふうにも思われます。 

  それに対する協力ボランティア、スタッフ、そ

ういう人たちの養成というか、そういう人たちが

どんどんできるようにしていかなければ、これか

らはその必要性が問われていくんじゃないかなと

いうふうに思うんですが、それについてちょっと

お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ボランティアの養
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成、そういう支援をしていただく方をどれだけふ

やすかということかと思います。 

  支援が必要な子どもたち、その親御さんも含め

て、いかに寄り添ってきめ細やかな対応ができる

かということが一番重要かと思います。当然その

ためには、スタッフの充実は必要かと思います。 

  私どもとしましては、現時点では、そちらの要

支援の方々の担い手、ボランティアを含めて、さ

まざまな分野でそれぞれ得意な分野を持っている

市民の方、そのほかの方々が多くいらっしゃると

思いますので、そういう方も含めまして、子育て

の支援に限らず、いろいろな分野で、得意分野で

ご活躍いただけるように、市と協働して担ってい

ただけるような体制が将来的に例えばＮＰＯとか

の設立につながっていっていただければ、とても

望ましい形になるのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 18番、金子哲也議員。 

○１８番（金子哲也議員） そういうボランティア

でも比較的簡単な、例えば送り迎えとか簡単な仕

事もあるんですけれども、しかし、子どもたちの

中にも非常に難しい問題も含んでいるので、やは

りある程度スタッフの養成というか、ボランティ

アスタッフの養成ということも将来的に考えてい

かなくてはならないのかなということでこれはお

伺いしたわけですけれども、大体そんなことで、

ついこの６月１日、今月１日に、オーストリアの

リンツ市で、有名な世界的な文学者でシュティフ

ターという人がいるんです。シュティフターの家

を視察した際に、心身障害者の部屋が１階にあり

まして、そこへ案内されまして、そしてそこはも

うそういう障害者の絵とか、それからいろいろな

文字、それから書き物、そういうものが壁面にた

くさん張られていたんですね。 

  その中で、非常に印象に残ったものが１つあり

ました。「多くの人たちは、自分の勉強を楽しく

やっている。私だけがやっていない。多くの人た

ちは、何か言おうとすることがある。私だけがそ

れがない。多くの人たちは、ある考えを持ってい

る。私だけがそれがない。多くの人たちは、誇ら

しげで幸福そうに見える。私だけがそれがない」、

これはドイツ語で書いてあったんですが、それを

ちょっと訳してもらってびっくりしたんですけれ

ども、こんなすばらしいのを書く子どもがいたの

かということで、この詩のような言葉が本当にき

れいに美しく壁にかけられていました。 

  それを書いた子どもは、その後すぐ、リンツ市

内にドナウ川が流れているんですが、そのシュテ

ィフターハウスの50メートルぐらい先にドナウ川

が流れているですけれども、そのドナウ川に身を

投げて亡くなったそうです。 

  案内してくれたスタッフの人が、どうして手を

差し伸べられなかったのかなということで、残念

がっていました。 

  このケースなども、子ども未来部もしくは健康

福祉部、それから教育部の範疇でもかかわってく

る問題かなというふうに思いました。 

  子どもの貧困については、非常に複雑で、そし

て幅が広くて、いろいろな形のある社会問題であ

りますが、また、その問題に立ち向かうスタッフ

には、本当に心身ともにとても大変なことである

と思うんですね。 

  その難しい問題に、ひたすら正面から真摯に向

かって、底辺のレベルを支えていくと。負の連鎖

を断ち切っていくと。そのために子ども・子育て

総合センターにはぜひ頑張ってもらいたいなとい

うふうに思います。人に選ばれるまちづくりも、

そのような支えがあってこそ初めて本物になるの

かなと思います。 

  先日配布された「Ｗｅｌｃｏｍｅガイド」の子
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育て編というのを見ましたけれども、とてもよく

できていて、那須塩原の子どもたちの幸せそうな

姿がたくさん載っていましたが、それもこの底辺

の下支えがあってこそのことだなというふうに感

じました。本当に重要なことだなと思っています。 

  さて、この文化と、それからモラルと、それか

ら子どもの未来と、この問題は大きな３つの課題、

那須塩原市の未来をつくっていく３本柱になって

いくのではないかというふうに思いました。 

  これで私の質問を終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、18番、金子哲也

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３９分 

 




